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例
に

　
　
　

物
価
高
騰
等
に
よ
る
使
用
料
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
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物
価
高
騰
等
に
よ
る
使
用
料
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も

 

の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
提
出

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

　
　
　
　

岐
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事　
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物
価
高
騰
等
に
よ
る
使
用
料
等
の
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例　

 

 

　

（
岐
阜
県
中
部
山
岳
国
立
公
園
乗
鞍
鶴
ヶ
池
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

岐
阜
県
中
部
山
岳
国
立
公
園
乗
鞍
鶴
ヶ
池
駐
車
場
条
例
（
平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の

 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
四
条
第
二
項
の
表
乗
車
定
員
が
三
十
人
以
上
で
あ
る
自
動
車
の
項
中
「
七
、
三
三
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
乗
車
定
員
が
十
一
人
以
上
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
自
動
車
の
項
中
「
三
、
一
五
〇
円
」

を
「
三
、
三
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
乗
車
定
員
が
十
人
以
下
で
あ
る
自
動
車
又
は
乗
車
定
員
が
な
い
自
動
車

の
項
中
「
一
、
七
八
〇
円
」
を
「
一
、
八
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
公
益
上
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
用
務
に
使
用
す
る
自
動
車
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
項
中
「
八
四
〇
円
」
を
「
八
八
〇

 

円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

岐
阜
県
厚
生
環
境
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
三
の
表
一
の
項
第
一
号
ロ
中
「
五
、
九
〇
〇
」
を
「
六
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中

「
一
、
九
〇
〇
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ

中
「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
三
、
〇
〇
〇
」
に

 

改
め
る
。

 

　
　

別
表
第
一
四
の
表
中
「
一
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
五
の
表
一
の
項
中
「
五
、
六
〇
〇
」
を
「
五
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
三
、
六
〇

 

〇
」
を
「
三
、
八
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
第
一
九
の
表
二
の
項
中
「
七
、
四
〇
〇
」
を
「
七
、
八
〇
〇
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
十
一
の
表
三
の
項
中
「
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
八
、
四
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
二
の
表
二
の
項
中
「
四
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中

「
三
、
四
〇
〇
」
を
「
三
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
四
、
一
〇
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
改

め
、
同
表
七
の
項
中
「
三
、
四
〇
〇
」
を
「
三
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中
「
四
、
一
〇
〇
」
を

 

「
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
四
、
三
〇
〇
」
を
「
四
、
五
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
三
の
表
二
の
項
中
「
一
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
九
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
一

一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
一
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
三
、
五
〇
〇
」

 

に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
一
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
七
、
四
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
五
の
表
三
の
項
中
「
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
三
、
四

 

〇
〇
」
を
「
三
、
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
六
の
表
一
の
項
中
「
七
〇
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
三
、
四
一
〇
」
を

 

「
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
七
の
表
五
の
項
中
「
一
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
一
一
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中

 

「
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
第
一
二
十
の
表
二
の
項
及
び
六
の
項
中
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
二
十
一
の
表
二
の
項
中
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
か
ら
五
の

項
ま
で
の
規
定
中
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中
「
三
、
九
〇
〇
」
を

 

「
四
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
二
十
二
の
表
三
の
項
第
一
号
ロ
中
「
三
六
〇
」
を
「
三
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
一
二
〇
」

を
「
一
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
一
、
三
〇
〇
」
を
「
一
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二

 

六
〇
」
を
「
二
八
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
第
一
二
十
四
の
表
中
「
一
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
第
一
二
十
五
の
表
二
の
項
中
「
六
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
二
十
六
の
表
一
の
項
中
「
五
、
六
〇
〇
」
を
「
五
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
三
、

 

二
〇
〇
」
を
「
三
、
四
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
二
十
七
の
表
十
三
の
項
第
一
号
ホ
中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
ハ
中
「
一
四
、
三
〇
〇
」
を
「
一
五
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、

一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ロ
中
「
一
四
、
三
〇
〇
」
を
「
一
五
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

「
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
五
の
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
中
「
二
、
〇

〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
五
の
項
中
「
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
、
四
〇
〇
」
に
改

め
、
同
表
二
十
六
の
項
及
び
二
十
八
の
項
中
「
二
、
九
〇
〇
」
を
「
三
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
十
七
の

項
中
「
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
十
八
の
項
中
「
二
、
九
〇
〇
」
を
「
三
、
三
〇

 

〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
三
十
四
の
表
四
の
項
中
「
八
〇
〇
」
を
「
一
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
二
、
一
〇
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〇
円
」
を
「
二
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
四
二
〇
円
」
を
「
四
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
中
「
七
、
一
三

〇
円
」
を
「
七
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
四
〇
円
」
を
「
二
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
及
び

 

十
の
項
中
「
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、
一
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
三
十
六
の
表
三
の
項
、
五
の
項
、
六
の
項
、
八
の
項
及
び
九
の
項
中
「
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
、

 

一
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
三
十
七
の
表
一
の
項
中
「
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
四
、

 

〇
〇
〇
」
を
「
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
三
十
八
の
表
一
の
項
中
「
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
三
、

 

〇
〇
〇
」
を
「
三
、
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
三
十
九
の
二
の
表
一
の
項
第
一
号
中
「
二
〇
、
九
〇
〇
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項

 

第
二
号
中
「
一
〇
、
四
〇
〇
」
を
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
四
十
二
の
表
一
の
項
中
「
三
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
三
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中

 

「
二
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
九
、
七
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
四
十
三
の
表
一
の
項
中
「
七
〇
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
三
、
四
一
〇
」

 

を
「
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
四
十
六
の
表
十
一
の
項
第
一
号
イ
中
「
一
九
四
、
七
四
〇
」
を
「
二
〇
七
、
七
九
〇
」
に
改
め
、

同
号
ロ
中
「
一
八
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
九
三
、
七
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
五
三
〇
」
を
「
五
八
〇
」

に
、
「
二
、
四
二
〇
」
を
「
二
、
六
四
〇
」
に
、
「
六
、
一
六
〇
」
を
「
六
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
六
九

〇
」
を
「
一
一
、
四
四
〇
」
に
、
「
一
四
、
三
六
〇
」
を
「
一
五
、
二
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中

「
三
、
二
〇
〇
」
を
「
三
、
五
二
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
、
一
七
〇
円
」
を
「
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
第
二
号
ハ
中
「
五
、
二
八
〇
」
を

「
五
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
第
一
号
イ
中
「
二
、
五
四
〇
」
を
「
二
、
七
五
〇
」
に
、
「
四
、

七
四
〇
」
を
「
五
、
二
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
、
八
一
〇
」
を
「
八
、
二
五
〇
」
に
、
「
一
六
、
六

〇
〇
」
を
「
一
七
、
七
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
一
三
、
二
四
〇
」
を
「
一
四
、
九
六
〇
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
六
、
一
六
〇
」
を
「
六
、
八
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
十
四
の
項
第
一
号
ロ
中
「
一
〇
、
〇
一

〇
」
を
「
一
一
、
四
五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
四
二
、
九
五
〇
」
を
「
四
八
、
六
四
〇
」
に
改
め
、
同
号

ホ
中
「
一
四
、
三
五
〇
」
を
「
一
六
、
五
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
中
「
一
四
、
三
五
〇
」
を
「
一
六
、
四
一

〇
」
に
改
め
、
同
号
ト
中
「
三
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
三
五
、
〇
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
三
九
、
六
〇

〇
」
を
「
四
四
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「
三
六
、
三
五
〇
」
を
「
四
一
、
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
号

ヌ
中
「
三
七
、
四
〇
〇
」
を
「
四
二
、
四
二
〇
」
に
改
め
、
同
号
ル
中
「
五
一
、
七
五
〇
」
を
「
五
八
、
五
六

〇
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
中
「
三
六
、
三
五
〇
」
を
「
四
一
、
二
九
〇
」
に
改
め
、
同
号
ワ
中
「
七
、
九
二
〇
」

を
「
九
、
一
七
〇
」
に
改
め
、
同
号
カ
中
「
一
二
、
一
〇
〇
」
を
「
一
三
、
七
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
中

 

「
一
二
、
一
五
〇
」
を
「
一
三
、
九
九
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
第
一
四
十
八
の
表
一
の
項
中
「
二
、
四
二
〇
」
を
「
四
、
四
〇
〇
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
四
十
九
の
表
中
「
三
〇
〇
」
を
「
三
五
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
中
部
山
岳
国
立
公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

中
部
山
岳
国
立
公
園
奥
飛
驒
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
条
例
（
令
和
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一

 

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
の
表
多
目
的
エ
リ
ア
の
項
中
「
四
、
七
〇
〇
」
を
「
五
、
〇
七
〇
」
に
、
「
六
、
三
〇
〇
」
を

 

「
六
、
七
六
〇
」
に
、
「
九
、
九
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
六
四
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
利
用
料
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
利
用
料
金
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
二
項
の
表
大
会
議
室
の
項
中
「
一
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
二
八
〇
円
」
に
、
「
九
、
九
〇

〇
円
」
を
「
一
一
、
一
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
研
修
室
の
項
中
「
六
、
六
〇
〇
円
」
を
「
七
、
四
二
〇
円
」

に
、
「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
七
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
会
議
室
の
項
中
「
三
、
九
六
〇
円
」
を

 

「
四
、
四
六
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
八
〇
円
」
を
「
二
、
二
三
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
南
飛
驒
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条　

南
飛
驒
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
１
の
表
営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
七
、
六

五
〇
」
を
「
八
、
四
七
〇
」
に
、
「
一
一
、
二
八
〇
」
を
「
一
二
、
四
九
〇
」
に
、
「
一
八
、
九
二
〇
」
を

「
二
〇
、
九
四
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
九
、
二
四
〇
」
を
「
一
〇
、
二
三

〇
」
に
、
「
一
四
、
三
六
〇
」
を
「
一
五
、
九
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
六
〇
〇
」
を
「
二
六
、
一
三
〇
」
に
改

め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
九
、
九
六
〇
」
を
「
一
一
、
〇
三
〇
」
に
、
「
一

四
、
八
五
〇
」
を
「
一
六
、
四
四
〇
」
に
、
「
二
四
、
八
一
〇
」
を
「
二
七
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜

日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
二
、
三
二
〇
」
を
「
一
三
、
六
四
〇
」
に
、
「
一
九
、
五
三
〇
」
を
「
二

一
、
六
二
〇
」
に
、
「
三
一
、
八
五
〇
」
を
「
三
五
、
二
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
の

部
平
日
の
項
中
「
一
二
、
三
二
〇
」
を
「
一
三
、
六
四
〇
」
に
、
「
一
八
、
四
八
〇
」
を
「
二
〇
、
四
六
〇
」

に
、
「
三
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
三
四
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一

五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
七
、
〇
五
〇
」
に
、
「
二
四
、
五
九
〇
」
を
「
二
七
、
二
二
〇
」
に
、
「
三
九
、
九
九

 

〇
」
を
「
四
四
、
二
七
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
一
２
の
表
中
会
議
室
の
項
中
「
一
、
八
七
〇
」
を
「
二
、
〇
七
〇
」
に
、
「
二
、
五
三
〇
」
を
「
二
、

八
〇
〇
」
に
、
「
三
、
九
一
〇
」
を
「
四
、
三
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
小
会
議
室
の
項
中
「
八
三
〇
」
を
「
九

二
〇
」
に
、
「
一
、
一
六
〇
」
を
「
一
、
二
八
〇
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
」
を
「
一
、
九
五
〇
」
に
改
め
、
同

表
和
室
の
項
中
「
一
、
〇
五
〇
」
を
「
一
、
一
六
〇
」
に
、
「
一
、
三
八
〇
」
を
「
一
、
五
三
〇
」
に
、

 

「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
四
四
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
二
の
表
宿
泊
に
使
用
す
る
場
合
の
項
中
「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、
六
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
宿
泊
以



－5－

外
に
使
用
す
る
場
合
の
項
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
六
八
〇
」
に
、
「
一
、
九
九
〇
」
を
「
二
、
二
〇

 
〇
」
に
、
「
三
、
一
四
〇
」
を
「
三
、
四
八
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条　

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

　
　

別
表
温
水
プ
ー
ル
の
部
一
般
利
用
の
項
中
「
四
一
〇
円
」
を
「
四
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
全
部
利
用
の
項

中
「
三
、
〇
六
〇
円
」
を
「
三
、
四
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
コ
ー
ス
利
用
（
一
コ
ー
ス
に
つ
き
）
の
項
中

「
五
一
〇
円
」
を
「
五
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
会
議
室
の
部
中
「
七
六
〇
円
」
を
「
八
六
〇
円
」
に
改
め

 

る
。

 

　

（
岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
改
正
）

第
七
条　

岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例
（
平
成
三
十
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

　
　

別
表
フ
ロ
ア
の
部
全
部
を
利
用
す
る
場
合
の
項
中
「
一
、
〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

部
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合
の
項
中
「
五
一
〇
円
」
を
「
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
サ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル

 

テ
ニ
ス
室
の
部
中
「
三
六
〇
円
」
を
「
三
八
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

（
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

第
八
条　

ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 

に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
の
表
大
ホ
ー
ル
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
一
八
、
五
〇
〇
」
を
「
二

〇
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二
七
、
一
〇
〇
」
を
「
三
〇
、
三
〇
〇
」
に
、
「
二
九
、
六
〇
〇
」
を
「
三
三
、
一
〇

〇
」
に
、
「
四
五
、
六
〇
〇
」
を
「
五
一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
五
六
、
七
〇
〇
」
を
「
六
三
、
四
〇
〇
」
に
、

「
七
五
、
二
〇
〇
」
を
「
八
四
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
二
二
、
二

〇
〇
」
を
「
二
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
四
、
五
〇
〇
」
を
「
三
八
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
九
、
四
〇
〇
」
を

「
四
四
、
一
〇
〇
」
に
、
「
五
六
、
七
〇
〇
」
を
「
六
三
、
四
〇
〇
」
に
、
「
七
三
、
九
〇
〇
」
を
「
八
二
、

七
〇
〇
」
に
、
「
九
六
、
四
〇
〇
」
を
「
一
〇
七
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款

平
日
の
項
中
「
二
九
、
六
〇
〇
」
を
「
三
三
、
一
〇
〇
」
に
、
「
四
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
九
、
六
〇
〇
」

に
、
「
四
九
、
三
〇
〇
」
を
「
五
五
、
一
〇
〇
」
に
、
「
七
三
、
九
〇
〇
」
を
「
八
二
、
七
〇
〇
」
に
、
「
九

三
、
六
〇
〇
」
を
「
一
〇
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
二
三
、
二
〇
〇
」
を
「
一
三
七
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同

款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
三
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
一
、
四
〇
〇
」
に
、
「
五
九
、
一
〇
〇
」

を
「
六
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
七
、
二
〇
〇
」
に
、
「
九
六
、
一
〇
〇
」
を
「
一
〇

七
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
二
八
、
一
〇
〇
」
を
「
一
四
三
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
六
五
、
一
〇
〇
」
を
「
一
八

四
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
小
ホ
ー
ル
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
五
、
九
〇

〇
」
を
「
六
、
六
〇
〇
」
に
、
「
八
、
七
〇
〇
」
を
「
九
、
七
〇
〇
」
に
、
「
九
、
五
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
六

〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
七
〇
〇
」
を
「
一
六
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
二
〇
〇
」
を
「
二
〇
、
四
〇
〇
」
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に
、
「
二
四
、
二
〇
〇
」
を
「
二
七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
七
、

一
〇
〇
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
二
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
七
〇
〇
」
を

「
一
四
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
二
〇
〇
」
を
「
二
〇
、
四
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
八
〇
〇
」
を
「
二
六
、

六
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、
九
〇
〇
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
平

日
の
項
中
「
九
、
五
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
三
〇
〇
」
を
「
一
六
、
〇
〇
〇
」
に
、

「
一
五
、
八
〇
〇
」
を
「
一
七
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
八
〇
〇
」
を
「
二
六
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、

一
〇
〇
」
を
「
三
三
、
七
〇
〇
」
に
、
「
三
九
、
六
〇
〇
」
を
「
四
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
一
、
九
〇
〇
」
を
「
一
三
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
一
、

三
〇
〇
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、
九
〇
〇
」
を
「
三
四
、
六
〇
〇
」

に
、
「
四
一
、
二
〇
〇
」
を
「
四
六
、
一
〇
〇
」
に
、
「
五
三
、
一
〇
〇
」
を
「
五
九
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、

同
表
会
議
室
の
部
第
一
大
会
議
室
の
款
中
「
九
、
二
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
三
〇
〇
」

を
「
一
三
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
七
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
九
、
四
〇
〇
」
を
「
二

一
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二
四
、
九
〇
〇
」
を
「
二
七
、
九
〇
〇
」
に
、
「
三
一
、
四
〇
〇
」
を
「
三
五
、
一
〇

〇
」
に
改
め
、
同
部
第
二
大
会
議
室
の
款
中
「
一
三
、
五
〇
〇
」
を
「
一
五
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
〇
〇 

〇
」
を
「
二
〇
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
二
、
六
〇
〇
」
を
「
二
五
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
八
、
四
〇
〇
」
を

「
三
一
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
六
、
五
〇
〇
」
を
「
四
〇
、
九
〇
〇
」
に
、
「
四
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
一
、

五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
一
中
会
議
室
の
款
中
「
六
、
三
〇
〇
」
を
「
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
八
、
四
〇

〇
」
を
「
九
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
一
一
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
〇
」
を
「
一

四
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
六
、
九
〇
〇
」
を
「
一
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
二
一
、
三
〇
〇
」
を
「
二
三
、
九
〇

〇
」
に
改
め
、
同
部
第
二
中
会
議
室
及
び
第
四
中
会
議
室
の
款
中
「
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
、
三
〇
〇
」
に
、

「
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
、
四
〇
〇
」
に
、
「
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
六
、
二
〇
〇
」
を

「
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
一
〇
〇
」
を
「
一
一
、
三
〇

〇
」
に
改
め
、
同
部
第
三
中
会
議
室
の
款
中
「
二
、
三
〇
〇
」
を
「
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
、
一
〇
〇
」
を

「
三
、
四
〇
〇
」
に
、
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
、
「
四
、
九
〇
〇
」
を
「
五
、
四
〇
〇
」

に
、
「
六
、
二
〇
〇
」
を
「
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
七
、
九
〇
〇
」
を
「
八
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
五

中
会
議
室
の
款
中
「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、
七
〇
〇
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
、
九
〇
〇
」
に
、

「
五
、
五
〇
〇
」
を
「
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
、
九
〇
〇
」
を
「
七
、
八
〇
〇
」
に
、
「
八
、
九
〇
〇
」
を

「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
七
中
会
議
室
の
款
中

「
四
、
六
〇
〇
」
を
「
五
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
、
二
〇
〇
」
を
「
六
、
九
〇
〇
」
に
、
「
七
、
七
〇
〇
」
を

「
八
、
六
〇
〇
」
に
、
「
九
、
七
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
五
〇
〇
」
を
「
一
四
、
〇
〇

〇
」
に
、
「
一
五
、
七
〇
〇
」
を
「
一
七
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
八
中
会
議
室
及
び
第
十
中
会
議
室
の

款
中
「
一
、
三
〇
〇
」
を
「
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
、
八
〇
〇
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
、
二
〇

〇
」
を
「
二
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
、
八
〇
〇
」
を
「
三
、
一
〇
〇
」
に
、
「
三
、
六
〇
〇
」
を
「
四
、
〇
〇

〇
」
に
、
「
四
、
五
〇
〇
」
を
「
五
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
一
小
会
議
室
及
び
第
四
小
会
議
室
の
款
中
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「
二
八
〇
」
を
「
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
二
小
会
議
室
及
び
第
五
小
会
議
室
の
款
中
「
一
二
〇
」
を
「
一

四
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
三
小
会
議
室
及
び
第
六
小
会
議
室
の
款
中
「
二
三
〇
」
を
「
二
六
〇
」
に
改
め
、
同

表
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
部
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
款
中
「
二
、
四
六
〇
」
を
「
二
、
七
六
〇
」
に
改

め
、
同
部
小
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
款
中
「
六
一
〇
」
を
「
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
技
術
開
発
室
の
部
中

「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
九
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
駐
車
場
の
部
第
一
駐
車
場
の
款
中
「
一
一
〇
、
」
を

「
一
二
〇
、
」
に
、
「
一
一
〇
円
」
を
「
一
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
第
二
駐
車
場
の
款
中
「
八
、
八
〇
〇
」

 

を
「
九
、
八
五
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
二
の
表
技
術
開
発
室
の
項
中
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
九
五
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
三
の
表
実
習
室
の
部
中
「
一
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
一
一
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
七
〇
〇
」
を
「
一

四
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
九
〇
〇
」
を
「
一
六
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二
〇
、
九
〇
〇
」
を
「
二
三
、
三
〇

〇
」
に
、
「
二
四
、
八
〇
〇
」
を
「
二
七
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
二
、
四
〇
〇
」
を
「
三
六
、
二
〇
〇
」
に
改

め
、
同
表
研
修
室
の
部
第
一
研
修
室
の
項
中
「
一
〇
、
四
〇
〇
」
を
「
一
一
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
六
〇

〇
」
を
「
一
四
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
八
〇
〇
」
を
「
一
六
、
六
〇
〇
」
に
、
「
二
〇
、
七
〇
〇
」
を

「
二
三
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
四
、
七
〇
〇
」
を
「
二
七
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
二
、
一
〇
〇
」
を
「
三
六
、 

〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
二
研
修
室
の
項
中
「
二
、
三
〇
〇
」
を
「
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
、
一
〇
〇
」

を
「
三
、
四
〇
〇
」
に
、
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
、
「
四
、
九
〇
〇
」
を
「
五
、
四
〇
〇
」

に
、
「
六
、
二
〇
〇
」
を
「
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
七
、
九
〇
〇
」
を
「
八
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
技
術

開
発
室
の
部
中
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
九
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
ト
ル
ー
ム
の
部
中

 

「
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
二
三
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
四
の
表
技
術
開
発
室
の
項
中
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
九
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
宿
泊
施
設
（
全
部

 

利
用
に
限
る
。
）
の
項
中
「
三
九
、
九
三
〇
」
を
「
四
四
、
六
七
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

第
九
条　

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
も
の
づ
く
り
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次

 

　

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
の
表
多
目
的
ホ
ー
ル
の
部
中
「
一
二
、
一
五
〇
」
を
「
一
三
、
六
三
〇
」
に
、
「
一
六
、
一
三
〇
」

　

を
「
一
八
、
一
〇
〇
」
に
、
「
二
一
、
七
九
〇
」
を
「
二
四
、
四
五
〇
」
に
、
「
二
五
、
四
五
〇
」
を
「
二

　

八
、
五
六
〇
」
に
、
「
三
四
、
三
七
〇
」
を
「
三
八
、
五
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
会
議
室
の
部
第
一
会
議
室
及

　

び
第
二
会
議
室
の
項
中
「
三
、
六
七
〇
」
を
「
四
、
一
二
〇
」
に
、
「
四
、
九
二
〇
」
を
「
五
、
五
二
〇
」

　

に
、
「
六
、
六
〇
〇
」
を
「
七
、
四
一
〇
」
に
、
「
七
、
六
五
〇
」
を
「
八
、
五
八
〇
」
に
、
「
一
〇
、
三
七

　

〇
」
を
「
一
一
、
六
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
三
会
議
室
の
項
中
「
三
、
八
八
〇
」
を
「
四
、
三
五
〇
」
に
、

　

「
五
、
一
三
〇
」
を
「
五
、
七
六
〇
」
に
、
「
六
、
九
二
〇
」
を
「
七
、
七
六
〇
」
に
、
「
八
、
〇
七
〇
」
を

　

「
九
、
〇
五
〇
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
二
、
三
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
四
会
議
室
及
び
第
五
会

　

議
室
の
項
中
「
三
、
二
五
〇
」
を
「
三
、
六
五
〇
」
に
、
「
四
、
三
〇
〇
」
を
「
四
、
八
二
〇
」
に
、
「
五
、

　

七
七
〇
」
を
「
六
、
四
七
〇
」
に
、
「
六
、
七
〇
〇
」
を
「
七
、
五
二
〇
」
に
、
「
九
、
一
二
〇
」
を
「
一
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〇
、
二
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
特
別
会
議
室
の
項
中
「
五
、
二
四
〇
」
を
「
五
、
八
八
〇
」
に
、
「
六
、
九
二

　

〇
」
を
「
七
、
七
六
〇
」
に
、
「
九
、
三
二
〇
」
を
「
一
〇
、
四
六
〇
」
に
、
「
一
〇
、
九
〇
〇
」
を
「
一

　

二
、
二
三
〇
」
に
、
「
一
四
、
六
七
〇
」
を
「
一
六
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
実
証
室
の
部
中
「
八
七
〇
」

 

　

を
「
九
二
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
二
の
表
研
修
室
の
部
第
一
研
修
室
、
第
二
研
修
室
、
第
五
研
修
室
及
び
第
七
研
修
室
の
項
中
「
一
、
七

　

六
〇
」
を
「
一
、
八
六
〇
」
に
、
「
二
、
三
四
〇
」
を
「
二
、
四
八
〇
」
に
、
「
三
、
四
九
〇
」
を
「
三
、
六

　

九
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
三
研
修
室
及
び
第
四
研
修
室
の
項
中
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
、
六
六
〇
」
に
、

　

「
五
、
八
六
〇
」
を
「
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
八
、
七
二
〇
」
を
「
九
、
二
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
六
研
修

　

室
、
第
十
二
研
修
室
及
び
第
十
五
研
修
室
の
項
中
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
三
、
七
三
〇
」
に
、
「
四
、
六
九

　

〇
」
を
「
四
、
九
六
〇
」
に
、
「
六
、
九
八
〇
」
を
「
七
、
三
九
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
八
研
修
室
、
第
九
研

　

修
室
及
び
第
十
研
修
室
の
項
中
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
三
、
七
三

　

〇
」
に
、
「
五
、
二
四
〇
」
を
「
五
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
十
一
研
修
室
の
項
中
「
七
、
九
一
〇
」
を

　

「
八
、
三
七
〇
」
に
、
「
一
〇
、
五
五
〇
」
を
「
一
一
、
一
七
〇
」
に
、
「
一
五
、
六
九
〇
」
を
「
一
六
、
六

　

一
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
十
三
研
修
室
の
項
中
「
六
、
一
六
〇
」
を
「
六
、
五
二
〇
」
に
、
「
八
、
二
一
〇
」

　

を
「
八
、
六
九
〇
」
に
、
「
一
二
、
二
一
〇
」
を
「
一
二
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
十
四
研
修
室
の
項
中

　

「
九
、
六
七
〇
」
を
「
一
〇
、
二
四
〇
」
に
、
「
一
二
、
九
〇
〇
」
を
「
一
三
、
六
六
〇
」
に
、
「
一
九
、
一

　

八
〇
」
を
「
二
〇
、
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
講
師
控
室
の
部
中
「
八
八
〇
」
を
「
九
三
〇
」
に
、
「
一
、
一

 

　

七
〇
」
を
「
一
、
三
一
〇
」
に
、
「
一
、
七
四
〇
」
を
「
一
、
九
五
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
三
の
表
第
一
研
修
室
、
第
二
研
修
室
及
び
第
三
研
修
室
の
項
中
「
一
、
五
六
〇
」
を
「
一
、
七
五
〇
」

 

　

に
、
「
二
、
〇
七
〇
」
を
「
二
、
三
二
〇
」
に
、
「
三
、
〇
九
〇
」
を
「
三
、
四
七
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
四
の
表
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
項
中
「
八
七
〇
」
を
「
九
七
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
条　

岐
阜
県
企
画
経
済
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
十
二
の
表
一
の
項
第
一
号
イ
中
「
七
七
〇
」
を
「
九
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
、
五
四

〇
」
を
「
三
、
一
五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
四
、
〇
一
〇
」
を
「
五
、
〇
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中

「
五
、
二
七
〇
」
を
「
六
、
五
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
六
〇
○
」
に

改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
三
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
二
、
九
三
〇
」
を
「
三
、
四

九
〇
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
四
、
四
六
〇
」
を
「
五
、
五
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
五
、
九
四
〇
」
を

「
七
、
四
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
五
三
〇
」
を
「
六
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
、
一
七

〇
」
を
「
一
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
、
六
七
〇
」
を
「
四
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

イ
中
「
一
、
一
七
〇
」
を
「
一
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
、
〇
七
〇
」
を
「
三
、
四
五
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
六
号
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
二
、
四
一
〇
」
を

「
二
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
二
、
九
三
〇
」
を
「
三
、
六
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
イ
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中
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
三
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
、
三
八
〇
」
を
「
六
、
七
三
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
十
号
イ
中
「
四
、
五
七
〇
」
を
「
五
、
六
五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
七
、
八
二
〇
」
を

「
九
、
三
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
二
、
〇
七
〇
」
を
「
二
、
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二

号
中
「
五
、
四
〇
〇
」
を
「
六
、
五
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
六
、
六
四
〇
」
を
「
七
、
九
二

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
五
、
九
一
〇
」
を
「
六
、
八
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
六
、

七
四
〇
」
を
「
七
、
四
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
ロ
中
「
二
、
八
七
〇
」
を
「
三
、
四
二
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
六
、
一
一
〇
」
を
「
七
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
ロ
中
「
一
、
三
〇
〇

円
」
を
「
一
、
六
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
六
、
八
八
〇
円
」
を
「
八
、
六
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
二
三
〇
円
」
を
「
四
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
一
、
二
四
〇
」
を
「
一
、
三
三

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
一
〇
、
〇
七
〇
」
を
「
一
一
、
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号

中
「
二
〇
、
六
六
〇
」
を
「
二
四
、
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
イ
中
「
四
、
八
七
〇
円
」
を

「
六
、
〇
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
三
〇
円
」
を
「
一
、
九
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
、
四
四
〇

円
」
を
「
六
、
〇
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
六
、
〇

一
〇
円
」
を
「
六
、
六
七
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
七
〇
円
」
を
「
三
、
二
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
第

一
号
中
「
二
、
四
一
〇
」
を
「
二
、
五
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
、
五
〇

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
四
、
六
一
〇
」
を
「
五
、
七
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
二
、
二
四

〇
」
を
「
二
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
五
、
六
四
〇
」
を
「
六
、
七
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第

九
号
中
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
四
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
六

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
七
二
〇
」
を
「
八
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
二
〇
、
七
九

〇
」
を
「
二
五
、
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
一
、
五
四
〇
」
を
「
一
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同

項
第
十
五
号
中
「
一
、
八
〇
〇
」
を
「
二
、
二
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
第
一
号
中
「
一
、
七
四
〇
」
を

「
二
、
〇
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

「
八
一
〇
」
を
「
一
、
〇
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
一
、
〇
七
〇
」
を
「
一
、
三
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定
中

「
四
、
三
二
〇
」
を
「
五
、
一
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
一
、
九
〇
〇
」
を
「
二
、
二
〇
〇
」
に

改
め
、
同
項
第
十
四
号
イ
中
「
五
、
四
七
〇
」
を
「
五
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
、
四
二
〇
」
を

「
五
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
四
、
八
〇
〇
」
を
「
五
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中

「
一
、
九
二
〇
」
を
「
二
、
二
二
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
二
、
二
三
〇
」
を
「
二
、
七
九
〇
」
に

改
め
、
同
項
第
二
十
号
中
「
六
、
五
四
〇
」
を
「
八
、
一
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
四
、
六
〇

〇
」
を
「
五
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中
「
四
、
二
九
〇
」
を
「
五
、
三
六
〇
」
に
改
め
、
同

項
第
二
十
三
号
イ
中
「
五
、
〇
九
〇
」
を
「
六
、
三
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
、
三
八
〇
」
を
「
五
、

四
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
六
、
七
七
〇
」
を
「
八
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
三
、
〇
二
〇
」

を
「
三
、
七
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
四
、
八
七
〇
」
を
「
六
、
〇
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
第
一

号
中
「
二
、
〇
七
〇
」
を
「
二
、
五
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
一
、
七
五
〇
」
を
「
二
、
一
九
〇
」
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に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
、
九
八
〇
」
を
「
二
、
四
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
、
一
〇
〇
」

を
「
一
、
二
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号

中
「
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、
二
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
八
二
〇
」
を
「
一
、
〇
三
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
八
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
一
、
二
二
〇
」
を

「
一
、
五
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
一
、
四
〇
〇
」
を
「
一
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四

号
中
「
一
、
九
〇
〇
」
を
「
二
、
三
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
及
び
第
十
六
号
イ
中
「
一
、
五
二
〇
」

を
「
一
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
一
、
六
九
〇
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十

九
号
中
「
一
、
二
二
〇
」
を
「
一
、
五
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
中
「
一
、
四
八
〇
」
を
「
一
、
八
五

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
三
、
四
六
〇
」
を
「
四
、
三
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
二
号
中

「
二
、
七
八
〇
」
を
「
三
、
四
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
一
、
〇
七
〇
」
を
「
一
、
三
四
〇
」

に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中
「
七
三
〇
」
を
「
九
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
イ
中
「
一
、
三
五

〇
」
を
「
一
、
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
九
号
中
「
三
、
二
七
〇
」
を
「
三
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同

項
第
三
十
号
中
「
二
、
〇
九
〇
」
を
「
二
、
五
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
一
号
中
「
一
、
九
九
〇
」
を

「
二
、
四
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
二
号
中
「
七
九
〇
円
」
を
「
九
九
〇
円
」
に
、
「
四
七
〇
円
」
を

「
五
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
三
号
中
「
八
三
〇
」
を
「
一
、
〇
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
四
号

及
び
第
三
十
五
号
中
「
八
七
〇
」
を
「
一
、
〇
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
六
号
中
「
九
二
〇
」
を
「
一
、

一
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
七
号
中
「
七
九
〇
」
を
「
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
八
号
及
び
第
三

十
九
号
中
「
八
七
〇
」
を
「
一
、
〇
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
号
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
九
〇

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
一
号
中
「
一
、
四
六
〇
」
を
「
一
、
八
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
二
号
中

「
一
、
一
二
〇
」
を
「
一
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
三
号
中
「
一
、
七
六
〇
」
を
「
二
、
二
〇
〇
」

に
改
め
、
同
項
第
四
十
四
号
中
「
一
、
一
七
〇
」
を
「
一
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
五
号
中
「
一
、

二
九
〇
」
を
「
一
、
六
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
六
号
中
「
一
、
四
六
〇
」
を
「
一
、
八
三
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
四
十
七
号
中
「
八
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
第
八
号
中
「
八
、
九
〇

〇
」
を
「
九
、
三
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
イ
中
「
四
、
九
〇
〇
」
を
「
五
、
四
九
〇
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
六
、
六
〇
〇
」
を
「
七
、
六
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
ロ
中
「
一
〇
、
二
二
〇
」
を
「
一
一
、
一

五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
九
、
〇
九
〇
」
を
「
四
五
、
五
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
二
、

二
一
〇
」
を
「
二
、
四
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
イ
中
「
二
、
七
九
〇
」
を
「
三
、
一
八
○
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
七
、
五
四
〇
」
を
「
八
、
三
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規

定
中
「
六
七
〇
」
を
「
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
一
、
二
二
〇
」
を
「
一
、
五
三
〇
」
に
改

め
、
同
号
ロ
中
「
二
、
七
九
〇
」
を
「
三
、
三
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
及
び
第
七
号
中
「
一
、
二
二

〇
」
を
「
一
、
五
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
、
七
五
〇
」
を
「
二
、
一
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第

九
号
中
「
一
、
一
七
〇
」
を
「
一
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
一
、
二
七
〇
」
を
「
一
、
五
九

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中
「
一
、
七
五
〇
」
を
「
二
、
一
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
一
、

六
九
〇
」
を
「
二
、
一
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
四
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
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同
項
第
十
四
号
中
「
一
、
八
三
〇
」
を
「
二
、
二
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中
「
一
、
二
二
〇
」
を

「
一
、
五
三
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
、
八
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七

号
中
「
一
、
一
七
〇
」
を
「
一
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中
「
九
九
〇
」
を
「
一
、
二
四
〇
」
に

改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
一
、
六
九
〇
」
を
「
二
、
一
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
中
「
二
、
三
五

〇
」
を
「
二
、
九
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
一
号
中
「
四
、
二
五
〇
」
を
「
四
、
七
九
〇
」
に
改
め
、
同

項
第
二
十
二
号
中
「
五
二
〇
」
を
「
六
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
一
、
六
九
〇
」
を
「
二
、
一

一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
二
、
六
〇
〇
」
を
「
三
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
中

「
二
、
二
九
〇
」
を
「
二
、
七
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
二
、
五
六
〇
」
を
「
三
、
二
〇
〇
」

に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
三
、
二
四
〇
」
を
「
四
、
〇
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
八
〇

〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
九
号
中
「
四
、
五
五
〇
」
を
「
五
、
一
一
〇
」
に
改
め
、
同

項
第
三
十
二
号
中
「
三
、
四
一
〇
」
を
「
三
、
八
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
第
一
号
中
「
一
、
一
七
〇
」

を
「
一
、
四
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
一
、
七
四
〇
」
を
「
二
、
〇
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三

号
中
「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
六
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
六
〇
円
」
を
「
三
三
〇
円
」
に
改

め
、
同
項
第
五
号
中
「
四
六
〇
円
」
を
「
五
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
五
、
二
二
〇
」
を

「
五
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
、
二
三
〇
」
を
「
一
、
四
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
ロ
中

「
九
、
八
二
〇
円
」
を
「
一
〇
、
四
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
一
〇
円
」
を
「
二
、
二
六
〇
円
」
に
改
め
、
同

項
第
八
号
イ
中
「
一
、
一
七
〇
」
を
「
一
、
二
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
イ
中
「
一
、
七
五
〇
」
を

「
二
、
一
九
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
、
二
九
〇
」
を
「
一
、
六
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中

「
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
イ
中
「
五
二
〇
」
を
「
六
五
〇
」
に
改
め
、

同
号
ロ
中
「
二
、
六
七
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
イ
中
「
二
、
〇
五
〇
円
」
を

「
二
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
三
三
〇
円
」
を
「
四
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
、
五
三
〇
円
」
を

「
四
、
四
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
三
〇
円
」
を
「
二
、
六
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
備
考
中
「
二
八
〇
円
」

を
「
三
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
イ
中
「
二
、
五
一
〇
」
を
「
三
、
一
四
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
三
、
九
八
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
九
号
中
「
二
、
三
七
〇
円
」
を
「
二
、
四
九
〇

円
」
に
、
「
二
八
〇
円
」
を
「
三
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
二
〇
円
」
を
「
一
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項

第
二
十
号
イ
中
「
四
、
四
四
〇
」
を
「
五
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
二
、
〇
三
〇
円
」
を
「
一

五
、
〇
四
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
六
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
第
一
号
イ
中

「
三
、
四
七
〇
」
を
「
四
、
三
四
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
、
四
〇
〇
」
を
「
八
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
イ
中
「
三
、
六
九
〇
円
」
を
「
四
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
一
〇
円
」
を
「
三
、
二
六
〇

円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
、
七
六
〇
円
」
を
「
五
、
九
五
〇
円
」
に
、
「
二
、
六
一
〇
円
」
を
「
三
、
二

六
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
、
四
七
〇
」
を
「
一
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中

「
一
、
五
五
〇
円
」
を
「
一
、
九
四
〇
円
」
に
、
「
八
九
〇
円
」
を
「
一
、
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
五
、
三
五
〇
円
」
を
「
六
、
六
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
四
〇
円
」
を
「
三
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
五
、
四
〇
〇
」
を
「
六
、
七
五
〇
」
に
、
「
七
、
二
〇
〇
」
を
「
九
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
五
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号
中
「
四
、
二
八
〇
円
」
を
「
五
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
九
〇
円
」
を
「
一
、
八
九
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
第
六
号
中
「
五
、
八
四
〇
」
を
「
七
、
一
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
七
、
〇
五
〇
円
」
を

「
八
、
八
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
三
三
、
三
六
〇
円
」
を
「
三
六
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、

八
六
〇
円
」
を
「
四
、
八
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
イ
中
「
三
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
、
一
〇
〇
円
」

に
、
「
一
、
二
五
〇
円
」
を
「
一
、
五
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
、
六
三
〇

円
」
に
、
「
七
五
〇
円
」
を
「
九
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
二
、
三
三
〇
円
」
を
「
二
、
七
〇
〇

円
」
に
、
「
一
、
一
六
〇
円
」
を
「
一
、
三
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
イ
中
「
四
、
九
九
〇
」
を

「
六
、
二
四
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
、
九
九
〇
円
」
を
「
六
、
二
四
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
四
〇
円
」

を
「
二
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
七
、
二
一
〇
」
を
「
九
、
〇
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
一

二
、
二
六
〇
円
」
を
「
一
四
、
五
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
イ
中
「
四
、
七
九
〇
」
を
「
五
、
九
九

〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
四
、
二
六
〇
円
」
を
「
五
、
三
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
九
〇
円
」
を
「
二
、
一

一
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
五
、
五
八
〇
円
」
を
「
六
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
一
二
〇
円
」
を

「
七
、
六
五
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
一
〇
円
」
を
「
四
、
六
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
ロ
中
「
三
、

五
一
〇
」
を
「
四
、
一
七
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
及
び
ニ
中
「
一
一
、
八
九
〇
円
」
を
「
一
二
、
八
四
〇
円
」

に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
イ
中
「
一
九
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
一
三
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
四
〇
円
」
を

「
一
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
、
六
三
〇
」
を
「
八
、
二
九
〇
」
に
、
「
一
〇
、
三
六
〇
」
を

「
一
二
、
九
五
〇
」
に
、
「
一
四
、
九
七
〇
」
を
「
一
八
、
七
一
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
ロ
中
「
一

二
、
七
一
〇
」
を
「
一
三
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
一
六
、
五
七
〇
」
を
「
二
〇
、
〇
三
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
三
、
七
四
〇
」
を
「
四
、
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
イ
中
「
四
、
三
〇

〇
」
を
「
五
、
三
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
イ
中
「
一
、
二
五
〇
」
を
「
一
、
四
三
〇
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
二
、
四
一
〇
」
を
「
三
、
〇
一
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
七
〇
」
を
「
三
四
〇
」
に
改
め
、
同

表
九
の
項
第
七
号
イ
中
「
一
一
、
六
五
〇
」
を
「
一
二
、
四
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
二
、
一
八
〇
」

を
「
一
三
、
一
二
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
イ
中
「
五
、
六
三
〇
」
を
「
六
、
二
三
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
六
、
〇
四
〇
」
を
「
六
、
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
イ
中
「
一
一
、
六
八
〇
」
を
「
一
三
、
六
四

〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
二
、
五
一
〇
」
を
「
一
五
、
六
四
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
イ
中
「
一
三
、

一
一
〇
」
を
「
一
四
、
一
六
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
一
五
、
九
八
〇
」
を
「
一
七
、
〇
三
〇
」
に
改
め
、

同
項
第
十
二
号
中
「
一
六
、
四
四
〇
」
を
「
一
七
、
四
八
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
イ
中
「
五
、
五
六

〇
」
を
「
五
、
九
七
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
、
七
八
〇
」
を
「
六
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四

号
中
「
五
、
八
九
〇
」
を
「
六
、
四
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
二
、
六
二
〇
円
」
を
「
二
、
七
七

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
二
、
一
四
〇
」
を
「
二
、
六
八
〇
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
、
七
二
〇
」
を
「
二
、
一
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
二
、
二
〇
〇
」
を

「
二
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
六
、
九
九
〇
円
」
を
「
七
、
七
九
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
八

号
中
「
五
、
四
三
〇
円
」
を
「
六
、
四
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
四
、
二
〇
〇
」
を
「
四
、
七
五

〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中
「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
二
、
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三
二
〇
円
」
を
「
二
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中
「
六
六
〇
円
」
を
「
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
項
第
二
十
一
号
ロ
中
「
一
、
四
六
〇
」
を
「
一
、
六
二
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
イ
中
「
七
、
九
七

〇
」
を
「
八
、
九
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
一
〇
三
、
三
八
〇
円
」
を
「
一
一
三
、
八
〇
〇
円
」
に
改

め
、
同
項
第
二
十
四
号
イ
中
「
一
、
〇
七
〇
円
」
を
「
一
、
三
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
六
、
四
九
〇

円
」
を
「
七
、
五
五
〇
円
」
に
、
「
一
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
五
号
ニ

中
「
二
、
二
二
〇
」
を
「
二
、
三
五
〇
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
二
、
四
四
〇
」
を
「
三
、
〇
五
〇
」
に
改

め
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
一
、
一
六
〇
」
を
「
一
、
二
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
三
八
〇

円
」
を
「
四
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
三
、
一
五
〇
」
を
「
三
、
八
二
〇
」
に
改
め
、
同
表

十
一
の
項
第
一
号
イ
中
「
一
、
七
三
〇
」
を
「
一
、
九
八
〇
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
二
、
七
九
〇
」
を

「
三
、
〇
九
〇
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
三
、
六
九
〇
」
を
「
四
、
〇
二
〇
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
六
、
〇

九
〇
」
を
「
六
、
五
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
八
七
〇
」
を
「
一
、
〇
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
十
二

の
項
第
一
号
中
「
四
、
八
〇
〇
」
を
「
五
、
〇
六
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
八
、
三
五
〇
」
を
「
八
、

 

八
四
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
四
の
表
卒
業
証
明
書
、
修
了
証
明
書
、
成
績
証
明
書
そ
の
他
の
学
業
に
関
す
る
文
書
の
交
付
の

 

項
中
「
三
〇
〇
」
を
「
三
五
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条　

岐
阜
か
か
み
が
は
ら
航
空
宇
宙
博
物
館
条
例
（
平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を

 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
入
館
料
の
部
六
十
歳
以
上
の
者
及
び
高
校
生
の
款
個
人
の
項
中
「
二
五
五
円
」
を
「
三
〇
〇
円
」
に
、

　

「
六
六
〇
円
」
を
「
七
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
款
団
体
（
二
〇
人
以
上
に
限
る
。
）
の
項
中
「
二
〇
五
円
」
を

　

「
二
五
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
者
の
款
個
人
の
項
中
「
四
一
〇
円
」
を
「
四
五
〇
円
」
に
、
「
一
、

　

〇
二
〇
円
」
を
「
一
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
款
団
体
（
二
〇
人
以
上
に
限
る
。
）
の
項
中
「
三
五
五
円
」

 

　

を
「
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
二
号
中
「
八
百
二
十
円
」
を
「
九
百
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
条
例
の
一
部
改
正
）

み　
　

の

第
十
二
条　

セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ｏ
条
例
（
平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

み　
　

の

 

　

う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
の
表
全
部
利
用
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
又
は
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五

〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
〇
九
、
四
〇
〇
」
を
「
一
二
一
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
三
六
、

七
〇
〇
」
を
「
一
五
一
、
三
〇
〇
」
に
、
「
二
四
六
、
一
〇
〇
」
を
「
二
七
二
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土

曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
二
〇
、
三
〇
〇
」
を
「
一
三
三
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
五
〇
、
四
〇

〇
」
を
「
一
六
六
、
四
〇
〇
」
に
、
「
二
七
〇
、
七
〇
〇
」
を
「
二
九
九
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料

を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
を
超
え
、
一
、
六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一

九
一
、
四
〇
〇
」
を
「
二
一
一
、
八
〇
〇
」
に
、
「
二
三
九
、
二
〇
〇
」
を
「
二
六
四
、
七
〇
〇
」
に
、
「
四

三
〇
、
六
〇
〇
」
を
「
四
七
六
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
二
一
〇
、
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五
〇
〇
」
を
「
二
三
二
、
九
〇
〇
」
に
、
「
二
六
三
、
二
〇
〇
」
を
「
二
九
一
、
二
〇
〇
」
に
、
「
四
七
三
、

七
〇
〇
」
を
「
五
二
四
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
一
、
六
五
〇
円
を

超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
二
一
八
、
八
〇
〇
」
を
「
二
四
二
、
一
〇
〇
」

に
、
「
二
七
三
、
四
〇
〇
」
を
「
三
〇
二
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
九
二
、
二
〇
〇
」
を
「
五
四
四
、
六
〇
〇
」

に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
二
四
〇
、
六
〇
〇
」
を
「
二
六
六
、
二
〇
〇
」
に
、

「
三
〇
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
三
三
二
、
八
〇
〇
」
に
、
「
五
四
一
、
四
〇
〇
」
を
「
五
九
九
、
〇
〇
〇
」
に
改

め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
二
七

三
、
四
〇
〇
」
を
「
三
〇
二
、
五
〇
〇
」
に
、
「
三
四
一
、
八
〇
〇
」
を
「
三
七
八
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
一

五
、
二
〇
〇
」
を
「
六
八
〇
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
三
〇
〇
、
八

〇
〇
」
を
「
三
三
二
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
七
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
一
六
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
六
七
六
、
八

〇
〇
」
を
「
七
四
八
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
Ａ
区
分
利
用
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
又
は
入
場
料

を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
六
一
、
一
〇
〇
」
を
「
六

七
、
六
〇
〇
」
に
、
「
七
六
、
三
〇
〇
」
を
「
八
四
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
三
七
、
四
〇
〇
」
を
「
一
五
二
、

一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
六
七
、
二
〇
〇
」
を
「
七
四
、
四
〇
〇
」

に
、
「
八
三
、
九
〇
〇
」
を
「
九
二
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
五
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
六
七
、
二
〇
〇
」
に
改

め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
を
超
え
、
一
、
六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款

平
日
の
項
中
「
一
〇
六
、
九
〇
〇
」
を
「
一
一
八
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
三
三
、
六
〇
〇
」
を
「
一
四
七
、
九

〇
〇
」
に
、
「
二
四
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
二
六
六
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の

項
中
「
一
一
七
、
六
〇
〇
」
を
「
一
三
〇
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
四
六
、
九
〇
〇
」
を
「
一
六
二
、
六
〇
〇
」

に
、
「
二
六
四
、
五
〇
〇
」
を
「
二
九
二
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が

一
、
六
五
〇
円
を
超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
二
二
、
一
〇
〇
」
を
「
一

三
五
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
五
二
、
七
〇
〇
」
を
「
一
六
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
七
四
、
八
〇
〇
」
を
「
三

〇
四
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
三
四
、
四
〇
〇
」
を
「
一
四
八
、

七
〇
〇
」
に
、
「
一
六
七
、
九
〇
〇
」
を
「
一
八
五
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
二
、
三
〇
〇
」
を
「
三
三
四
、

五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の
款
平
日
の

項
中
「
一
五
二
、
七
〇
〇
」
を
「
一
六
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
九
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
二
一
一
、
一
〇
〇
」

に
、
「
三
四
三
、
五
〇
〇
」
を
「
三
八
〇
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中

「
一
六
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
八
五
、
九
〇
〇
」
に
、
「
二
〇
九
、
九
〇
〇
」
を
「
二
三
二
、
三
〇
〇
」
に
、

「
三
七
七
、
九
〇
〇
」
を
「
四
一
八
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
Ｂ
区
分
利
用
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場

合
又
は
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
四
六
、
二
〇

〇
」
を
「
五
一
、
二
〇
〇
」
に
、
「
五
七
、
七
〇
〇
」
を
「
六
三
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
三
、
九
〇
〇
」
を

「
一
一
五
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
五
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
五
六
、

三
〇
〇
」
に
、
「
六
三
、
五
〇
〇
」
を
「
七
〇
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
一
四
、
三
〇
〇
」
を
「
一
二
六
、
五
〇

〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
を
超
え
、
一
、
六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
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も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
八
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
八
九
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
一

一
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
八
一
、
八
〇
〇
」
を
「
二
〇
一
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

休
日
の
項
中
「
八
八
、
九
〇
〇
」
を
「
九
八
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
一
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
二
三
、
〇
〇

〇
」
に
、
「
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
二
一
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の

額
が
一
、
六
五
〇
円
を
超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
九
二
、
四
〇
〇
」
を

「
一
〇
二
、
三
〇
〇
」
に
、
「
一
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
二
七
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二
〇
七
、
八
〇
〇
」
を

「
二
三
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
〇
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
一

二
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
二
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
四
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
二
二
八
、
六
〇
〇
」
を
「
二
五

三
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の
款
平

日
の
項
中
「
一
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
二
七
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
四
四
、
三
〇
〇
」
を
「
一
五
九
、
七
〇

〇
」
に
、
「
二
五
九
、
七
〇
〇
」
を
「
二
八
七
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項

中
「
一
二
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
四
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
五
八
、
七
〇
〇
」
を
「
一
七
五
、
六
〇
〇
」

 

に
、
「
二
八
五
、
七
〇
〇
」
を
「
三
一
六
、
一
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
二
の
表
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
又
は
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
以
下
で
あ

る
も
の
の
部
平
日
の
項
中
「
一
九
、
四
〇
〇
」
を
「
二
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
五
、
九
〇
〇
」
を
「
二
八
、

七
〇
〇
」
に
、
「
四
五
、
三
〇
〇
」
を
「
五
〇
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
四
、
八
〇
〇
」
を
「
七
一
、
七
〇
〇
」

に
改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
二
一
、
四
〇
〇
」
を
「
二
三
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二

八
、
五
〇
〇
」
を
「
三
一
、
六
〇
〇
」
に
、
「
四
九
、
九
〇
〇
」
を
「
五
五
、
三
〇
〇
」
に
、
「
七
一
、
三
〇

〇
」
を
「
七
八
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
を
超
え
、
一
、

六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
部
平
日
の
項
中
「
三
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
七
、
七
〇
〇
」
に
、
「
四
五
、
四

〇
〇
」
を
「
五
〇
、
三
〇
〇
」
に
、
「
七
九
、
四
〇
〇
」
を
「
八
七
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
一
三
、
四
〇
〇
」

を
「
一
二
五
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
三
七
、
四
〇
〇
」
を
「
四

一
、
四
〇
〇
」
に
、
「
四
九
、
九
〇
〇
」
を
「
五
五
、
三
〇
〇
」
に
、
「
八
七
、
三
〇
〇
」
を
「
九
六
、
六
〇

〇
」
に
、
「
一
二
四
、
七
〇
〇
」
を
「
一
三
八
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の

額
が
一
、
六
五
〇
円
を
超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
部
平
日
の
項
中
「
三
八
、
九
〇
〇
」
を

「
四
三
、
一
〇
〇
」
に
、
「
五
一
、
八
〇
〇
」
を
「
五
七
、
四
〇
〇
」
に
、
「
九
〇
、
七
〇
〇
」
を
「
一
〇

〇
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
二
九
、
六
〇
〇
」
を
「
一
四
三
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

休
日
の
項
中
「
四
二
、
八
〇
〇
」
を
「
四
七
、
四
〇
〇
」
に
、
「
五
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
三
、
一
〇
〇
」

に
、
「
九
九
、
八
〇
〇
」
を
「
一
一
〇
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
四
二
、
五
〇
〇
」
を
「
一
五
七
、
七
〇
〇
」
に

改
め
、
同
表
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の
部
平
日
の
項
中
「
四

八
、
六
〇
〇
」
を
「
五
三
、
八
〇
〇
」
に
、
「
六
四
、
八
〇
〇
」
を
「
七
一
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
一
三
、
四

〇
〇
」
を
「
一
二
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
六
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
七
九
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
土
曜

日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
五
三
、
五
〇
〇
」
を
「
五
九
、
二
〇
〇
」
に
、
「
七
一
、
三
〇
〇
」
を
「
七

八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
二
四
、
八
〇
〇
」
を
「
一
三
八
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
七
八
、
二
〇
〇
」
を
「
一
九
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七
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
三
の
表
全
部
利
用
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
又
は
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五

〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
一
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
三
、
三
〇

〇
」
を
「
一
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
三
〇
〇
」
を
「
二
五
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
三
、
三
〇
〇
」
を

「
三
六
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
二
、
二

〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
六
〇
〇
」
を
「
一
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
五
、
六
〇
〇
」
を
「
二
八
、
四
〇
〇
」

に
、
「
三
六
、
六
〇
〇
」
を
「
四
〇
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五

〇
円
を
超
え
、
一
、
六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
七
、
五
〇
〇
」
を
「
一
九
、
四
〇

〇
」
に
、
「
二
三
、
三
〇
〇
」
を
「
二
五
、
八
〇
〇
」
に
、
「
四
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
四
五
、
二
〇
〇
」
に
、

「
五
八
、
三
〇
〇
」
を
「
六
四
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
九
、
二

〇
〇
」
を
「
二
一
、
三
〇
〇
」
に
、
「
二
五
、
六
〇
〇
」
を
「
二
八
、
四
〇
〇
」
に
、
「
四
四
、
八
〇
〇
」
を

「
四
九
、
六
〇
〇
」
に
、
「
六
四
、
一
〇
〇
」
を
「
七
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場

合
で
そ
の
額
が
一
、
六
五
〇
円
を
超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
二
〇
、
〇
〇

〇
」
を
「
二
二
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
六
、
六
〇
〇
」
を
「
二
九
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
六
、
六
〇
〇
」
を

「
五
一
、
六
〇
〇
」
に
、
「
六
六
、
六
〇
〇
」
を
「
七
三
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

休
日
の
項
中
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
四
、
四
〇
〇
」
に
、
「
二
九
、
三
〇
〇
」
を
「
三
二
、
五
〇
〇
」

に
、
「
五
一
、
三
〇
〇
」
を
「
五
六
、
八
〇
〇
」
に
、
「
七
三
、
三
〇
〇
」
を
「
八
一
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、

同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
二
五
、
〇
〇

〇
」
を
「
二
七
、
七
〇
〇
」
に
、
「
三
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
六
、
九
〇
〇
」
に
、
「
五
八
、
三
〇
〇
」
を

「
六
四
、
六
〇
〇
」
に
、
「
八
三
、
三
〇
〇
」
を
「
九
二
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

休
日
の
項
中
「
二
七
、
五
〇
〇
」
を
「
三
〇
、
五
〇
〇
」
に
、
「
三
六
、
六
〇
〇
」
を
「
四
〇
、
五
〇
〇
」

に
、
「
六
四
、
一
〇
〇
」
を
「
七
一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
九
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
〇
一
、
四
〇
〇
」
に
改

め
、
同
表
二
分
の
一
利
用
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
又
は
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五

〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
、
七
〇
〇
」
に
、
「
八
、
〇
〇
〇
」
を

「
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
二
、
二

〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
六
、
六
〇
〇
」
を
「
七
、
四
〇
〇
」
に
、

「
八
、
八
〇
〇
」
を
「
九
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
七
、
一
〇
〇
」
に
、
「
二
二
、
〇
〇

〇
」
を
「
二
四
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
を
超
え
、
一
、

六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
一
一
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
〇

〇
〇
」
を
「
一
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
四
、
五
〇
〇
」
を
「
二
七
、
二
〇
〇
」
に
、
「
三
五
、
〇
〇
〇
」
を

「
三
八
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
一
、
五
〇
〇
」
を
「
一
二
、
八

〇
〇
」
に
、
「
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
七
、
一
〇
〇
」
に
、
「
二
六
、
九
〇
〇
」
を
「
二
九
、
八
〇
〇
」

に
、
「
三
八
、
四
〇
〇
」
を
「
四
二
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
一
、

六
五
〇
円
を
超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
三
、
三



－17－

〇
〇
」
に
、
「
一
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
七
、
八
〇
〇
」
に
、
「
二
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
一
、
〇
〇
〇
」

に
、
「
四
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
四
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一

三
、
二
〇
〇
」
を
「
一
四
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
七
、
六
〇
〇
」
を
「
一
九
、
五
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、
八
〇

〇
」
を
「
三
四
、
一
〇
〇
」
に
、
「
四
三
、
九
〇
〇
」
を
「
四
八
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収

す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の
款
平
日
の
項
中
「
一
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
六
、
六

〇
〇
」
に
、
「
二
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
二
、
二
〇
〇
」
に
、
「
三
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
八
、
八
〇
〇
」

に
、
「
四
九
、
九
〇
〇
」
を
「
五
五
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一

六
、
五
〇
〇
」
を
「
一
八
、
三
〇
〇
」
に
、
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
四
、
四
〇
〇
」
に
、
「
三
八
、
五
〇

 

〇
」
を
「
四
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
五
四
、
九
〇
〇
」
を
「
六
〇
、
八
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
四
の
表
平
日
の
項
中
「
二
、
六
〇
〇
」
を
「
二
、
九
〇
〇
」
に
、
「
三
、
五
〇
〇
」
を
「
三
、
九
〇

　

〇
」
に
、
「
六
、
一
〇
〇
」
を
「
六
、
八
〇
〇
」
に
、
「
八
、
七
〇
〇
」
を
「
九
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
二
、
九
〇
〇
」
を
「
三
、
三
〇
〇
」
に
、
「
三
、
八
〇
〇
」
を
「
四
、

三
〇
〇
」
に
、
「
六
、
七
〇
〇
」
を
「
七
、
五
〇
〇
」
に
、
「
九
、
六
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
」
に
改
め

 

る
。

　
　

別
表
五
の
表
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
又
は
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
以
下
で
あ

る
も
の
の
部
平
日
の
項
中
「
三
、
八
〇
〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
、
「
五
、
一
〇
〇
」
を
「
五
、
七
〇
〇
」

に
、
「
八
、
九
〇
〇
」
を
「
九
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
八
〇
〇
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
四
、
三
〇
〇
」
を
「
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
五
、
七
〇
〇
」
を
「
六
、

四
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
一
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
二
〇
〇
」
を
「
一
五
、
八
〇
〇
」

に
改
め
、
同
表
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
五
五
〇
円
を
超
え
、
一
、
六
五
〇
円
以
下
で
あ
る
も
の

の
部
平
日
の
項
中
「
六
、
八
〇
〇
」
を
「
七
、
六
〇
〇
」
に
、
「
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
に
、

「
一
五
、
八
〇
〇
」
を
「
一
七
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
二
、
五
〇
〇
」
を
「
二
四
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
七
、
四
〇
〇
」
を
「
八
、
二
〇
〇
」
に
、
「
九
、
九
〇
〇
」
を
「
一

一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
七
、
三
〇
〇
」
を
「
一
九
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
四
、
八
〇
〇
」
を
「
二
七
、
五
〇

〇
」
に
改
め
、
同
表
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
一
、
六
五
〇
円
を
超
え
、
三
、
三
〇
〇
円
以
下
で

あ
る
も
の
の
部
平
日
の
項
中
「
七
、
七
〇
〇
」
を
「
八
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
三
〇
〇
」
を
「
一
一
、
四

〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
〇
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
五
、
七
〇
〇
」
を
「
二
八
、
五
〇
〇
」
に

改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
八
、
五
〇
〇
」
を
「
九
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
一
、
三
〇

〇
」
を
「
一
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
八
、
二
〇
〇
」
を

「
三
一
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
で
そ
の
額
が
三
、
三
〇
〇
円
を
超
え
る
も
の
の

部
平
日
の
項
中
「
九
、
六
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
八
〇
〇
」
を
「
一
四
、
二
〇
〇
」

に
、
「
二
二
、
四
〇
〇
」
を
「
二
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
二
、
一
〇
〇
」
を
「
三
五
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、

同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
一
〇
、
六
〇
〇
」
を
「
一
一
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
二
〇

〇
」
を
「
一
五
、
八
〇
〇
」
に
、
「
二
四
、
八
〇
〇
」
を
「
二
七
、
五
〇
〇
」
に
、
「
三
五
、
四
〇
〇
」
を
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「
三
九
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
六
の
表
全
部
利
用
の
部
平
日
の
項
中
「
八
、
一
〇
〇
」
を
「
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
一
〇
〇
」

を
「
一
一
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
二
〇
〇
」
を
「
二
〇
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
休
日
の
項
中
「
八
、
九
〇
〇
」
を
「
九
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
二
、
三
〇
〇
」
に
、

「
二
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
二
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
分
の
一
利
用
の
部
平
日
の
項
中
「
四
、
八
〇

〇
」
を
「
五
、
四
〇
〇
」
に
、
「
六
、
一
〇
〇
」
を
「
六
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
、
九
〇
〇
」
を
「
一
二
、

一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
五
、
三
〇
〇
」
を
「
五
、
九
〇
〇
」
に
、

 

「
六
、
七
〇
〇
」
を
「
七
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
三
、
三
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
七
の
表
冷
暖
房
設
備
の
部
展
示
ホ
ー
ル
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
七
、
七
〇
〇
」
を
「
八
、
五
二
〇
」

に
改
め
、
同
款
Ａ
区
分
利
用
の
項
中
「
四
、
三
九
〇
」
を
「
四
、
八
六
〇
」
に
改
め
、
同
款
Ｂ
区
分
利
用
の
項

中
「
三
、
三
一
〇
」
を
「
三
、
六
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
国
際
会
議
場
の
款
中
「
六
七
〇
」
を
「
七
五
〇
」

に
、
「
八
四
〇
」
を
「
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
イ
ベ
ン
ト
ホ
ー
ル
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
三
〇
〇
」
を

「
三
四
〇
」
に
、
「
三
七
〇
」
を
「
四
二
〇
」
に
改
め
、
同
款
二
分
の
一
利
用
の
項
中
「
一
五
〇
」
を
「
一
七

〇
」
に
、
「
一
九
〇
」
を
「
二
一
〇
」
に
改
め
、
同
部
小
会
議
室
の
款
中
「
一
四
〇
」
を
「
一
六
〇
」
に
、

「
一
八
〇
」
を
「
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
茶
室
の
款
中
「
一
一
〇
」
を
「
一
三
〇
」
に
、
「
一
四
〇
」
を

「
一
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
附
属
施
設
設
備
等
の
部
中
「
一
五
、
七
二
〇
」
を
「
一
七
、
四
〇
〇
」

 

に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条　

岐
阜
県
県
民
ふ
れ
あ
い
会
館
条
例
（
平
成
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

　
　

別
表
会
議
室
の
部
三
〇
一
会
議
室
の
款
中
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
三
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
五
、
四
〇

〇
」
を
「
一
七
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
八
、
七
〇
〇
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
四
、
二
〇
〇
」
を

「
二
七
、
五
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
三
五
、
二
〇
〇
」
に
、
「
三
八
、
五
〇
〇
」
を
「
四
四
、

〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
三
〇
二
会
議
室
の
款
中
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
三
、
一
〇
〇
」
に
、
「
二
六
、

四
〇
〇
」
を
「
三
〇
、
八
〇
〇
」
に
、
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
八
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
一
、
八
〇
〇
」

を
「
四
八
、
四
〇
〇
」
に
、
「
五
三
、
九
〇
〇
」
を
「
六
一
、
六
〇
〇
」
に
、
「
六
七
、
一
〇
〇
」
を
「
七

七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
〇
一
会
議
室
、
四
〇
三
会
議
室
及
び
四
〇
五
会
議
室
の
款
中
「
三
、
〇
八

〇
」
を
「
三
、
五
二
〇
」
に
、
「
四
、
〇
七
〇
」
を
「
四
、
七
三
〇
」
に
、
「
五
、
一
七
〇
」
を
「
五
、
九
四

〇
」
に
、
「
六
、
四
九
〇
」
を
「
七
、
四
八
〇
」
に
、
「
八
、
三
六
〇
」
を
「
九
、
五
七
〇
」
に
、
「
一
〇
、

四
五
〇
」
を
「
一
一
、
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
〇
二
会
議
室
、
四
〇
四
会
議
室
及
び
四
〇
六
会
議
室
の
款

中
「
二
、
五
三
〇
」
を
「
二
、
八
六
〇
」
に
、
「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、
八
五
〇
」
に
、
「
四
、
一
八
〇
」

を
「
四
、
八
四
〇
」
に
、
「
五
、
二
八
〇
」
を
「
六
、
〇
五
〇
」
に
、
「
六
、
七
一
〇
」
を
「
七
、
七
〇
〇
」

に
、
「
八
、
四
七
〇
」
を
「
九
、
七
九
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
〇
七
会
議
室
の
款
中
「
三
、
八
五
〇
」
を

「
四
、
四
〇
〇
」
に
、
「
五
、
一
七
〇
」
を
「
五
、
九
四
〇
」
に
、
「
六
、
三
八
〇
」
を
「
七
、
三
七
〇
」
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に
、
「
八
、
一
四
〇
」
を
「
九
、
三
五
〇
」
に
、
「
一
〇
、
四
五
〇
」
を
「
一
一
、
九
九
〇
」
に
、
「
一
三
、

〇
九
〇
」
を
「
一
五
、
〇
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
〇
八
会
議
室
の
款
中
「
三
、
〇
八
〇
」
を
「
三
、
五
二

〇
」
に
、
「
四
、
一
八
〇
」
を
「
四
、
八
四
〇
」
に
、
「
五
、
一
七
〇
」
を
「
五
、
九
四
〇
」
に
、
「
六
、
四

九
〇
」
を
「
七
、
四
八
〇
」
に
、
「
八
、
四
七
〇
」
を
「
九
、
七
九
〇
」
に
、
「
一
〇
、
五
六
〇
」
を
「
一

二
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
〇
九
会
議
室
の
款
中
「
七
、
〇
四
〇
」
を
「
八
、
一
四
〇
」
に
、
「
九
、
四

六
〇
」
を
「
一
〇
、
八
九
〇
」
に
、
「
一
一
、
七
七
〇
」
を
「
一
三
、
五
三
〇
」
に
、
「
一
四
、
八
五
〇
」
を

「
一
七
、
〇
五
〇
」
に
、
「
一
九
、
一
四
〇
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
九
八
〇
」
を
「
二
七
、

六
一
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
一
〇
会
議
室
の
款
中
「
二
、
五
三
〇
」
を
「
二
、
八
六
〇
」
に
、
「
三
、
三
〇

〇
」
を
「
三
、
八
五
〇
」
に
、
「
四
、
一
八
〇
」
を
「
四
、
八
四
〇
」
に
、
「
五
、
二
八
〇
」
を
「
六
、
〇
五

〇
」
に
、
「
六
、
七
一
〇
」
を
「
七
、
七
〇
〇
」
に
、
「
八
、
四
七
〇
」
を
「
九
、
七
九
〇
」
に
改
め
、
同
部

一
四
〇
一
会
議
室
の
款
中
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
三
、
〇
八
〇
」
に
、
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
四
、
〇
七
〇
」

に
、
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
五
、
〇
六
〇
」
に
、
「
五
、
五
〇
〇
」
を
「
六
、
三
八
〇
」
に
、
「
七
、
一
五

〇
」
を
「
八
、
二
五
〇
」
に
、
「
九
、
〇
二
〇
」
を
「
一
〇
、
三
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
一
和
室
会
議
室
の

款
中
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
五
一
〇
」
に
、
「
五
、
二
八
〇
」
を
「
六
、
〇
五
〇
」
に
、
「
六
、
六
〇

〇
」
を
「
七
、
五
九
〇
」
に
、
「
八
、
三
六
〇
」
を
「
九
、
五
七
〇
」
に
、
「
一
〇
、
六
七
〇
」
を
「
一
二
、

三
二
〇
」
に
、
「
一
三
、
四
二
〇
」
を
「
一
五
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
二
和
室
会
議
室
の
款
中
「
三
、 

三
〇
〇
」
を
「
三
、
八
五
〇
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
五
、
〇
六
〇
」
に
、
「
五
、
五
〇
〇
」
を
「
六
、

三
八
〇
」
に
、
「
六
、
九
三
〇
」
を
「
八
、
〇
三
〇
」
に
、
「
八
、
九
一
〇
」
を
「
一
〇
、
二
三
〇
」
に
、 

「
一
一
、
二
二
〇
」
を
「
一
二
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
特
別
会
議
室
の
款
中
「
七
、
三
七
〇
」
を
「
八
、

四
七
〇
」
に
、
「
九
、
二
四
〇
」
を
「
一
〇
、
六
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
展
望
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
の
款
中

「
五
、
八
〇
〇
」
を
「
六
、
七
一
〇
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
」
を
「
八
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
コ
ン
サ
ー

ト
ホ
ー
ル
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
七
、
八
〇
〇
」

に
、
「
四
八
、
四
〇
〇
」
を
「
五
五
、
六
〇
〇
」
に
、
「
五
二
、
八
〇
〇
」
を
「
六
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
八

一
、
四
〇
〇
」
を
「
九
三
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
一
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
三

四
、
二
〇
〇
」
を
「
一
五
四
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
三
九
、
六
〇

〇
」
を
「
四
五
、
四
〇
〇
」
に
、
「
六
一
、
六
〇
〇
」
を
「
七
〇
、
七
〇
〇
」
に
、
「
七
〇
、
四
〇
〇
」
を

「
八
〇
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
一
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
三
二
、
〇
〇
〇
」
を

「
一
五
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
七
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
九
七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
二
、
〇
〇
〇
円

以
下
の
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
四
二
、
九
〇
〇
」
を
「
四
九
、
三
〇
〇
」
に
、
「
六 

三
、
八
〇
〇
」
を
「
七
三
、
三
〇
〇
」
に
、
「
七
〇
、
四
〇
〇
」
を
「
八
〇
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
六
、
七 

〇
〇
」
を
「
一
二
二
、
四
〇
〇
」
に
、
「
一
三
四
、
二
〇
〇
」
を
「
一
五
四
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
七
七
、
一

〇
〇
」
を
「
二
〇
三
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
五
二
、
八
〇
〇
」
を

「
六
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
八
三
、
六
〇
〇
」
を
「
九
五
、
九
〇
〇
」
に
、
「
九
六
、
八
〇
〇
」
を
「
一
一

一
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
三
六
、
四
〇
〇
」
を
「
一
五
六
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
八
〇
、
四
〇
〇
」
を
「
二
〇
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七
、
一
〇
〇
」
に
、
「
二
三
三
、
二
〇
〇
」
を
「
二
六
七
、
七
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
二
、
〇
〇
〇
円
を
超
え

る
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
平
日
の
項
中
「
五
二
、
八
〇
〇
」
を
「
六
〇
、
六
〇
〇
」
に
、
「
七
九
、
二

〇
〇
」
を
「
九
〇
、
九
〇
〇
」
に
、
「
八
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
三
二
、
〇
〇

〇
」
を
「
一
五
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
六
七
、
二
〇
〇
」
を
「
一
九
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
二
〇
、
〇
〇

〇
」
を
「
二
五
二
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
六
六
、
〇
〇
〇
」
を

「
七
五
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
五
、
六
〇
〇
」
を
「
一
二
一
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
二
三
、
二
〇
〇
」
を

「
一
四
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
七
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
九
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
二
八
、
八
〇
〇
」
を

「
二
六
二
、
七
〇
〇
」
に
、
「
二
九
四
、
八
〇
〇
」
を
「
三
三
八
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
楽
屋
の
部
第
一

楽
屋
、
第
二
楽
屋
及
び
第
三
楽
屋
の
款
中
「
八
八
〇
」
を
「
九
九
〇
」
に
、
「
一
、
二
一
〇
」
を
「
一
、
四
三

〇
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
」
を
「
一
、
七
六
〇
」
に
、
「
二
、
〇
九
〇
」
を
「
二
、
四
二
〇
」
に
、
「
二
、
七

五
〇
」
を
「
三
、
一
九
〇
」
に
、
「
三
、
六
三
〇
」
を
「
四
、
一
八
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
四
楽
屋
、
第
五
楽

屋
及
び
第
六
楽
屋
の
款
中
「
一
、
七
六
〇
」
を
「
一
、
九
八
〇
」
に
、
「
二
、
四
二
〇
」
を
「
二
、
七
五
〇
」

に
、
「
三
、
〇
八
〇
」
を
「
三
、
五
二
〇
」
に
、
「
四
、
一
八
〇
」
を
「
四
、
八
四
〇
」
に
、
「
五
、
五
〇

〇
」
を
「
六
、
三
八
〇
」
に
、
「
七
、
二
六
〇
」
を
「
八
、
三
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
リ
ハ
ー
サ
ル
室
の
部
中

「
二
、
九
七
〇
」
を
「
三
、
四
一
〇
」
に
、
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
五
一
〇
」
に
、
「
四
、
九
五
〇
」
を

「
五
、
七
二
〇
」
に
、
「
六
、
九
三
〇
」
を
「
八
、
〇
三
〇
」
に
、
「
八
、
九
一
〇
」
を
「
一
〇
、
二
三
〇
」 

に
、
「
一
一
、
八
八
〇
」
を
「
一
三
、
六
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
屋
内
イ
ベ
ン
ト
広
場
及
び
屋
外
イ
ベ
ン
ト
広

場
の
部
中
「
二
、
七
〇
〇
」
を
「
三
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
七
号
イ
中
「
四
、
四
〇
〇
円
」
を

「
五
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
、
五
〇
〇
円
」
を
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中

 

「
一
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条　

ぎ
ふ
清
流
文
化
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
六
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。

　
　

別
表
長
良
川
ホ
ー
ル
の
部
営
利
を
目
的
と
し
な
い
場
合
の
款
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
一
九
、

八
〇
〇
」
を
「
二
二
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
三
一
、
七
〇
〇
」

を
「
三
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
八
、
八
〇
〇
」
を
「
五
四
、
八
〇
〇
」
に
、
「
六
〇
、
七
〇
〇
」
を
「
六

八
、
一
〇
〇
」
に
、
「
八
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
九
〇
、
三
〇
〇
」
に
、
「
二
三
、
八
〇
〇
」
を
「
二
六
、
六
〇

〇
」
に
、
「
三
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
二
、
二
〇
〇
」
を
「
四
七
、
四
〇
〇
」
に
、

「
六
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
六
八
、
一
〇
〇
」
に
、
「
七
九
、
二
〇
〇
」
を
「
八
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
〇

三
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
一
五
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
二
五
、
七
〇

〇
」
を
「
二
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
三
八
、
三
〇
〇
」
を
「
四
三
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
四
二
、
二
〇
〇
」
を

「
四
七
、
四
〇
〇
」
に
、
「
六
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
一
、
九
〇
〇
」
に
、
「
八
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
九
〇
、

四
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
六
、
二
〇
〇
」
を
「
一
一
九
、
四
〇
〇
」
に
、
「
三
一
、
七
〇
〇
」
を
「
三
五
、
五
〇

〇
」
に
、
「
五
〇
、
二
〇
〇
」
を
「
五
六
、
三
〇
〇
」
に
、
「
五
八
、
一
〇
〇
」
を
「
六
五
、
二
〇
〇
」
に
、
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「
八
一
、
九
〇
〇
」
を
「
九
一
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
八
、
三
〇
〇
」
を
「
一
二
一
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一

四
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
五
七
、
一
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
の
款
中
「
三
一
、
七
〇

〇
」
を
「
三
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
七
、
五
〇
〇
」
を
「
五
三
、
四
〇
〇
」
に
、
「
五
二
、
八
〇
〇
」
を

「
五
九
、
三
〇
〇
」
に
、
「
七
九
、
二
〇
〇
」
を
「
八
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
〇
〇
、
三
〇
〇
」
を
「
一
一

二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
三
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
四
八
、
二
〇
〇
」
に
、
「
三
九
、
六
〇
〇
」
を
「
四
四
、

四
〇
〇
」
に
、
「
六
三
、
四
〇
〇
」
を
「
七
一
、
一
〇
〇
」
に
、
「
七
三
、
九
〇
〇
」
を
「
八
二
、
九
〇
〇
」

に
、
「
一
〇
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
一
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
三
七
、
三
〇
〇
」
を
「
一
五
四
、
〇
〇
〇
」

に
、
「
一
七
六
、
九
〇
〇
」
を
「
一
九
八
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
練
習
室
の
部
第
一
練
習
室
の
款
中
「
七

三
〇
」
を
「
八
一
〇
」
に
、
「
九
七
〇
」
を
「
一
、
〇
九
〇
」
に
、
「
一
、
七
〇
〇
」
を
「
一
、
九
〇
〇
」

に
、
「
一
、
九
四
〇
」
を
「
二
、
一
八
〇
」
に
、
「
二
、
六
七
〇
」
を
「
二
、
九
九
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
二

練
習
室
の
款
中
「
六
三
〇
」
を
「
七
〇
〇
」
に
、
「
八
四
〇
」
を
「
九
四
〇
」
に
、
「
一
、
四
七
〇
」
を

「
一
、
六
四
〇
」
に
、
「
一
、
六
八
〇
」
を
「
一
、
八
七
〇
」
に
、
「
二
、
三
一
〇
」
を
「
二
、
五
七
〇
」
に

改
め
、
同
部
第
三
練
習
室
の
款
中
「
二
、
三
四
〇
」
を
「
二
、
六
三
〇
」
に
、
「
三
、
一
二
〇
」
を
「
三
、
五

一
〇
」
に
、
「
五
、
四
六
〇
」
を
「
六
、
一
四
〇
」
に
、
「
六
、
二
四
〇
」
を
「
七
、
〇
二
〇
」
に
、
「
八
、

五
八
〇
」
を
「
九
、
六
五
〇
」
に
改
め
、
同
部
第
四
練
習
室
の
款
中
「
一
、
九
一
〇
」
を
「
二
、
一
五
〇
」

に
、
「
二
、
五
五
〇
」
を
「
二
、
八
六
〇
」
に
、
「
四
、
四
六
〇
」
を
「
五
、
〇
一
〇
」
に
、
「
五
、
一
〇

〇
」
を
「
五
、
七
二
〇
」
に
、
「
七
、
〇
一
〇
」
を
「
七
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
表
駐
車
場
の
部
中
「
一
〇

 

〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改
め
る
。 

　

（
岐
阜
県
博
物
館
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
十
五
条　

岐
阜
県
博
物
館
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
六
条
第
一
項
の
表
大
学
の
学
生
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
項
中
「
一
一
〇
円
」
を
「
一
二
〇
円
」
に
、

「
五
〇
円
」
を
「
六
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
者
の
項
中
「
三
四
〇
円
」
を
「
三
七
〇
円
」
に
、
「
二

 

八
〇
円
」
を
「
三
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
八
百
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
高
山
陣
屋
入
場
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条　

岐
阜
県
高
山
陣
屋
入
場
料
徴
収
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
二
条
第
一
項
の
表
個
人
の
項
中
「
四
四
〇
円
」
を
「
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
団
体
（
三
〇
人
以
上
に

 

限
る
。
）
の
項
中
「
三
九
〇
円
」
を
「
四
五
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
美
術
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条　

岐
阜
県
美
術
館
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。

 

　
　

第
三
条
第
二
項
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
大
学
の
学
生
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
項
中
「
二
二
〇
円
」
を
「
二
四
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇

円
」
を
「
一
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
者
の
項
中
「
三
四
〇
円
」
を
「
三
七
〇
円
」
に
、
「
二
八
〇
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円
」
を
「
三
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
一
般
展
示
室
（
小
）
の
項
中
「
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
九
、
六
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
般
展

示
室
（
中
）
の
項
中
「
一
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、
二
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
一
般
展
示
室
（
大
）
の

項
中
「
二
六
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
九
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
多
目
的
ホ
ー
ル
の
項
中
「
三
九
、
二
八

〇
円
」
を
「
四
三
、
〇
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
講
堂
の
項
中
「
一
五
、
七
二
〇
円
」
を
「
一
七
、
二
二
〇

円
」
に
改
め
、
同
表
野
外
展
示
場
の
項
中
「
三
、
三
五
〇
円
」
を
「
三
、
六
七
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第

二
号
中
「
六
千
七
百
円
」
を
「
七
千
三
百
四
十
円
」
に
、
「
九
千
二
十
円
」
を
「
九
千
八
百
八
十
円
」
に
改
め

 

る
。

 

　

（
岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条　

岐
阜
県
現
代
陶
芸
美
術
館
条
例
（
平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

 

改
正
す
る
。

 

　
　

第
三
条
第
二
項
中
「
千
五
百
円
」
を
「
千
六
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
大
学
の
学
生
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
の
項
中
「
二
二
〇
円
」
を
「
二
四
〇
円
」
に
、
「
一
六
〇
円
」
を

「
一
八
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
そ
の
他
の
者
の
項
中
「
三
四
〇
円
」
を
「
三
七
〇
円
」
に
、
「
二
八
〇
円
」
を

 

「
三
一
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
図
書
館
条
例
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条　

岐
阜
県
図
書
館
条
例
（
平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。

　
　

別
表
研
修
室
の
部
全
部
使
用
の
款
中
「
二
、
一
〇
〇
」
を
「
二
、
四
三
〇
」
に
、
「
四
、
三
〇
〇
」
を

「
四
、
八
六
〇
」
に
、
「
二
、
七
二
〇
」
を
「
三
、
〇
四
〇
」
に
、
「
六
、
四
〇
〇
」
を
「
七
、
二
九
〇
」

に
、
「
七
、
〇
二
〇
」
を
「
七
、
九
〇
〇
」
に
、
「
九
、
一
二
〇
」
を
「
一
〇
、
三
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
一

部
使
用
の
款
研
修
室
一
の
項
中
「
一
、
三
六
〇
」
を
「
一
、
四
九
〇
」
に
、
「
二
、
六
二
〇
」
を
「
二
、
九
八

〇
」
に
、
「
一
、
五
七
〇
」
を
「
一
、
八
三
〇
」
に
、
「
三
、
九
八
〇
」
を
「
四
、
四
七
〇
」
に
、
「
四
、
一

九
〇
」
を
「
四
、
八
一
〇
」
に
、
「
五
、
五
五
〇
」
を
「
六
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
研
修
室
二
の
項
中

「
一
、
〇
五
〇
」
を
「
一
、
一
七
〇
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
」
を
「
二
、
三
三
〇
」
に
、
「
一
、
二
五
〇
」
を

「
一
、
四
三
〇
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
」
を
「
三
、
五
〇
〇
」
に
、
「
三
、
三
五
〇
」
を
「
三
、
七
六
〇
」

に
、
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
特
別
会
議
室
の
部
中
「
四
、
七
二
〇
」
を
「
五
、

三
三
〇
」
に
、
「
九
、
四
三
〇
」
を
「
一
〇
、
六
六
〇
」
に
、
「
五
、
四
五
〇
」
を
「
六
、
二
二
〇
」
に
、

「
一
四
、
一
五
〇
」
を
「
一
五
、
九
九
〇
」
に
、
「
一
四
、
八
八
〇
」
を
「
一
六
、
八
八
〇
」
に
、
「
一
九
、

六
〇
〇
」
を
「
二
二
、
二
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
多
目
的
ホ
ー
ル
の
部
入
場
料
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
款
中

「
六
、
一
八
〇
」
を
「
六
、
九
八
〇
」
に
、
「
一
三
、
六
二
〇
」
を
「
一
五
、
三
六
〇
」
に
、
「
七
、
四
四

〇
」
を
「
八
、
三
八
〇
」
に
、
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
二
、
三
四
〇
」
に
、
「
二
一
、
〇
六
〇
」
を
「
二

三
、
七
四
〇
」
に
、
「
二
七
、
二
四
〇
」
を
「
三
〇
、
七
二
〇
」
に
、
「
一
七
、
二
八
〇
」
を
「
一
九
、
五
四

〇
」
に
、
「
二
四
、
七
二
〇
」
を
「
二
七
、
九
二
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
中
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「
八
、
〇
七
〇
」
を
「
九
、
〇
七
〇
」
に
、
「
一
七
、
九
一
〇
」
を
「
二
〇
、
二
四
〇
」
に
、
「
九
、
八
五

〇
」
を
「
一
一
、
一
七
〇
」
に
、
「
二
五
、
九
八
〇
」
を
「
二
九
、
三
一
〇
」
に
、
「
二
七
、
七
六
〇
」
を

「
三
一
、
四
一
〇
」
に
、
「
三
五
、
八
三
〇
」
を
「
四
〇
、
四
八
〇
」
に
、
「
二
三
、
四
七
〇
」
を
「
二
六
、

五
二
〇
」
に
、
「
三
三
、
三
二
〇
」
を
「
三
七
、
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
多
目
的
小
ホ
ー
ル
の
部
入
場
料
を

徴
収
し
な
い
場
合
の
款
中
「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
四
六
〇
」
に
、
「
四
、
八
二
〇
」
を
「
五
、
四
二
〇
」

に
、
「
二
、
六
二
〇
」
を
「
二
、
九
五
〇
」
に
、
「
七
、
〇
二
〇
」
を
「
七
、
八
八
〇
」
に
、
「
七
、
四
四

〇
」
を
「
八
、
三
七
〇
」
に
、
「
九
、
六
四
〇
」
を
「
一
〇
、
八
三
〇
」
に
、
「
六
、
〇
八
〇
」
を
「
六
、
八

九
〇
」
に
、
「
八
、
七
〇
〇
」
を
「
九
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
中
「
二
、

八
三
〇
」
を
「
三
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
、
二
九
〇
」
を
「
七
、
一
四
〇
」
に
、
「
三
、
四
五
〇
」
を
「
三
、

九
四
〇
」
に
、
「
九
、
一
二
〇
」
を
「
一
〇
、
三
四
〇
」
に
、
「
九
、
七
四
〇
」
を
「
一
一
、
〇
八
〇
」
に
、

「
一
二
、
五
七
〇
」
を
「
一
四
、
二
八
〇
」
に
、
「
八
、
二
八
〇
」
を
「
九
、
三
五
〇
」
に
、
「
一
一
、
七
三

〇
」
を
「
一
三
、
二
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
企
画
展
示
室
の
部
中
「
三
、
六
七
〇
」
を
「
四
、
四
〇
〇
」
に
改

 

め
る
。

 

　

（
岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
二
十
条　

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例
（
昭
和
四
十
年
岐
阜
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
ホ
ー
ル
の
部
専
用
す
る
場
合
の
款
ス
ポ
ー
ツ
又
は
文
化
事
業
（
職
業
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に

利
用
す
る
場
合
の
項
中
「
五
、
〇
三
〇
円
」
を
「
五
、
四
八
〇
円
」
に
、
「
二
、
五
二
〇
円
」
を
「
二
、
七
五

〇
円
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
に
利
用
す
る
場
合
の
項
中
「
三
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
五
、
九
七
〇
円
」

に
、
「
二
七
、
四
五
〇
円
」
を
「
二
九
、
九
二
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
八
三
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
七
〇
円
」

に
、
「
一
二
、
五
七
〇
円
」
を
「
一
三
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
四
一
、
四
八
〇
円
」
を
「
四
五
、
二
一
〇
円
」

に
、
「
三
七
、
七
二
〇
円
」
を
「
四
一
、
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
専
用
し
な
い
場
合
の
款
ス
ポ
ー
ツ
（
職

業
と
し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
利
用
す
る
場
合
の
項
中
「
八
三
〇
円
」
を
「
九
〇
〇
円
」
に
、
「
五
六
〇

円
」
を
「
六
一
〇
円
」
に
、
「
一
四
〇
円
」
を
「
一
五
〇
円
」
に
、
「
一
七
〇
円
」
を
「
一
九
〇
円
」
に
、

「
一
、
七
六
〇
円
」
を
「
一
、
九
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
に
利
用
す
る
場
合
の
項
中
「
八
三
〇
円
」

 

を
「
九
〇
〇
円
」
に
、
「
四
二
〇
円
」
を
「
四
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条　

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条
例
（
平
成
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

　
　

別
表
競
技
場
の
部
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
款
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
二
六
、
四
〇
〇
」
を

「
二
九
、
〇
四
〇
」
に
、
「
二
九
、
七
五
〇
」
を
「
三
二
、
七
三
〇
」
に
、
「
八
二
、
五
五
〇
」
を
「
九
〇
、

八
一
〇
」
に
、
「
一
〇
、
二
四
〇
」
を
「
一
一
、
二
六
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の

項
中
「
八
、
八
〇
〇
」
を
「
九
、
六
八
〇
」
に
、
「
九
、
九
五
〇
」
を
「
一
〇
、
九
五
〇
」
に
、
「
二
七
、
五

五
〇
」
を
「
三
〇
、
三
一
〇
」
に
、
「
三
、
四
一
〇
」
を
「
三
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
款
入
場

料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
一
三
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
四
五
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
四
八
、
五
五
〇
」
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を
「
一
六
三
、
四
一
〇
」
に
、
「
四
一
二
、
五
五
〇
」
を
「
四
五
三
、
八
一
〇
」
に
、
「
五
一
、
四
八
〇
」
を

「
五
六
、
六
三
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
四
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
八
、

四
〇
〇
」
に
、
「
四
九
、
五
五
〇
」
を
「
五
四
、
五
一
〇
」
に
、
「
一
三
七
、
五
五
〇
」
を
「
一
五
一
、
三
一

〇
」
に
、
「
一
七
、
一
六
〇
」
を
「
一
八
、
八
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
駐
車
場
の
部
第
一
駐
車
場
及
び
第
二
駐

車
場
の
款
中
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改
め
、
同
部
第
三
駐
車
場
の
款
中
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一

 

〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
五
〇
円
」
を
「
一
、
一
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条　

岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
五
年
岐
阜
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

 

う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
洋
室
（
一
人
用
）
の
項
中
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
、
八
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
洋
室
（
二
人
用
）
の

項
中
「
七
、
七
〇
〇
」
を
「
八
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
和
室
の
項
中
「
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
二
二

〇
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
四
四
〇
」
に
、
「
九
五
〇
」
を
「
一
、
〇
六
〇
」
に
、
「
一
、
一
五

〇
」
を
「
一
、
二
八
〇
」
に
、
「
一
、
〇
五
〇
」
を
「
一
、
一
七
〇
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
」
を
「
三
、
五
一

〇
」
に
、
「
一
、
三
六
〇
」
を
「
一
、
五
一
〇
」
に
、
「
一
、
八
八
〇
」
を
「
二
、
〇
九
〇
」
に
、
「
一
、
六

 

八
〇
」
を
「
一
、
八
七
〇
」
に
、
「
四
、
九
二
〇
」
を
「
五
、
四
七
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条　

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例
（
平
成
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号
）

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
入
場
料
の
項
中
「
一
二
〇
円
」
を
「
一
四
〇
円
」
に
、
「
三
、
七
七
〇
円
」
を
「
四
、
三
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
ス
ケ
ー
ト
滑
走
料
の
項
中
「
一
、
二
五
〇
円
」
を
「
一
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
三
七
、
七
二
〇

円
」
を
「
四
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
リ
ン
ク
利
用
料
の
項
中
「
三
一
、
四
三
〇
円
」
を
「
三
五
、
八

 

三
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
川
辺
漕
艇
場
条
例
の
一
部
改
正
）

そ
う

第
二
十
四
条　

岐
阜
県
川
辺
漕
艇
場
条
例
（
平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

そ
う

 

改
正
す
る
。

　
　

別
表
艇
庫
の
部
八
人
漕
ぎ
舟
艇
を
保
管
す
る
場
合
の
項
中
「
四
二
、
七
五
〇
」
を
「
四
六
、
六
〇
〇
」
に
、

こ

「
八
五
、
四
八
〇
」
を
「
九
三
、
一
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
四
人
漕
ぎ
舟
艇
を
保
管
す
る
場
合
の
項
中
「
二

八
、
九
二
〇
」
を
「
三
一
、
五
二
〇
」
に
、
「
五
七
、
八
三
〇
」
を
「
六
三
、
〇
三
〇
」
に
改
め
、
同
部
二
人

漕
ぎ
舟
艇
を
保
管
す
る
場
合
の
項
中
「
二
一
、
三
七
〇
」
を
「
二
三
、
二
九
〇
」
に
、
「
四
二
、
七
五
〇
」
を

「
四
六
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
一
人
漕
ぎ
舟
艇
を
保
管
す
る
場
合
の
項
中
「
一
三
、
八
三
〇
」
を
「
一

五
、
〇
七
〇
」
に
、
「
二
七
、
六
五
〇
」
を
「
三
〇
、
一
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
ス
イ
ー
プ
オ
ー
ル
を
保
管
す

る
場
合
の
項
中
「
二
、
八
九
〇
」
を
「
三
、
一
五
〇
」
に
、
「
五
、
七
九
〇
」
を
「
六
、
三
一
〇
」
に
改
め
、

同
部
ス
カ
ル
オ
ー
ル
を
保
管
す
る
場
合
の
項
中
「
一
、
三
九
〇
」
を
「
一
、
五
二
〇
」
に
、
「
二
、
七
七
〇
」

を
「
三
、
〇
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
宿
泊
施
設
の
部
中
「
一
、
三
九
〇
」
を
「
一
、
五
二
〇
」
に
、
「
一
、
八
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八
〇
」
を
「
二
、
〇
五
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条　

岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を

 

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
体
力
測
定
の
部
安
全
検
査
の
項
中
「
九
一
〇
」
を
「
九
六
〇
」
に
、
「
二
、
七
四
〇
」
を
「
二
、

八
八
〇
」
に
改
め
、
同
部
形
態
計
測
の
項
中
「
二
三
〇
」
を
「
二
四
〇
」
に
、
「
七
一
〇
」
を
「
七
五
〇
」
に

改
め
、
同
部
全
身
持
久
力
測
定
の
項
中
「
二
、
〇
七
〇
」
を
「
二
、
一
七
〇
」
に
、
「
六
、
二
一
〇
」
を

「
六
、
五
二
〇
」
に
改
め
、
同
部
筋
持
久
力
測
定
の
項
中
「
三
三
〇
」
を
「
三
五
〇
」
に
、
「
九
九
〇
」
を

「
一
、
〇
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
筋
力
測
定
の
項
中
「
三
七
〇
」
を
「
三
九
〇
」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
」
を

「
一
、
一
六
〇
」
に
改
め
、
同
部
パ
ワ
ー
測
定
の
項
中
「
一
五
〇
」
を
「
一
六
〇
」
に
、
「
四
九
〇
」
を
「
五

一
〇
」
に
改
め
、
同
部
敏
し
ょ
う
性
測
定
の
項
中
「
二
二
〇
」
を
「
二
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
動
作
分
析
の
部

フ
ォ
ー
ム
撮
影
の
項
中
「
八
八
〇
」
を
「
九
二
〇
」
に
、
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
七
七
〇
」
に
改
め
、
同

部
映
像
解
析
の
項
中
「
二
、
三
四
〇
」
を
「
二
、
四
六
〇
」
に
、
「
七
、
〇
四
〇
」
を
「
七
、
三
九
〇
」
に
改

め
、
同
部
地
面
反
力
測
定
の
項
中
「
六
四
〇
」
を
「
六
七
〇
」
に
、
「
一
、
九
一
〇
」
を
「
二
、
〇
一
〇
」
に

改
め
、
同
部
筋
電
図
測
定
の
項
中
「
九
九
〇
」
を
「
一
、
〇
四
〇
」
に
、
「
二
、
九
六
〇
」
を
「
三
、
一
一

〇
」
に
改
め
、
同
部
足
圧
分
布
測
定
の
項
中
「
一
、
〇
六
〇
」
を
「
一
、
一
一
〇
」
に
、
「
三
、
一
九
〇
」
を

「
三
、
三
五
〇
」
に
改
め
、
同
部
速
度
測
定
の
項
中
「
二
八
〇
」
を
「
二
九
〇
」
に
、
「
八
一
〇
」
を
「
八
五

〇
」
に
改
め
、
同
部
関
節
角
度
測
定
の
項
中
「
二
八
〇
」
を
「
二
九
〇
」
に
、
「
八
一
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に

改
め
、
同
表
回
復
支
援
（
酸
素
カ
プ
セ
ル
）
の
部
中
「
三
三
〇
」
を
「
三
六
〇
」
に
、
「
九
九
〇
」
を
「
一
、

〇
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
体
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
部
測
定
時
指
導
の
項
中
「
三
三
〇
」
を
「
三
五
〇
」
に
、

「
九
九
〇
」
を
「
一
、
〇
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
個
人
指
導
の
項
中
「
四
九
〇
」
を
「
五
一
〇
」
に
、
「
一
、

四
八
〇
」
を
「
一
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
部
集
団
指
導
の
項
中
「
三
、
〇
一
〇
」
を
「
三
、
一
六
〇
」
に
、

 

「
九
、
〇
八
〇
」
を
「
九
、
五
三
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
二
体
育
館
の
部
県
内
の
高
校
生
以
下
の
者
の
項
中
「
六
三
〇
」
を
「
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
部
そ
の

他
の
者
の
項
中
「
一
、
〇
五
〇
」
を
「
一
、
一
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
部
県
内
の
高
校
生

以
下
の
者
の
項
中
「
九
一
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
者
の
項
中
「
一
、
七
五
〇
」
を

「
一
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
低
酸
素
ル
ー
ム
の
部
中
「
二
、
六
五
〇
」
を
「
二
、
八
六
〇
」
に
改
め
、
同

表
宿
泊
室
の
部
洋
室
Ａ
の
款
中
「
一
〇
、
六
九
〇
」
を
「
一
一
、
七
六
〇
」
に
改
め
、
同
部
洋
室
Ｂ
の
款
中

「
九
、
八
八
〇
」
を
「
一
〇
、
八
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
和
室
の
款
県
内
の
高
校
生
以
下
の
者
の
項
中
「
二
、

五
〇
〇
」
を
「
二
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
者
の
項
中
「
四
、
九
九
〇
」
を
「
五
、
四
九
〇
」
に

 

改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条　

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
一
の
二
の
表
一
の
項
中
「
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
一
、

 
一
〇
〇
」
を
「
一
、
二
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
四
の
表
一
の
項
第
一
号
中
「
一
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
九
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三

 

五
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
六
の
表
一
の
項
及
び
二
の
項
中
「
七
六
〇
」
を
「
八
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
一
、
八
〇

〇
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
及
び
五
の
項
中
「
一
、
七
〇
〇
」
を
「
一
、
八
〇
〇
」
に
改

め
、
同
表
六
の
項
中
「
五
、
七
〇
〇
」
を
「
六
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
七
の
項
及
び
八
の
項
中
「
一
、
七

 

〇
〇
」
を
「
一
、
八
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
六
の
二
の
表
二
の
項
中
「
一
〇
、
一
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
七
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
七
の
表
一
の
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
二
五
〇
」
を
「
二
七
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五

号
中
「
五
〇
」
を
「
五
五
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
四
五
」
を
「
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
三

〇
」
を
「
三
五
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
三
五
〇
」
を
「
三
九
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
一
、
二

〇
〇
」
を
「
一
、
三
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
七
〇
〇
」
を
「
七
六
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
第

一
号
中
「
三
九
〇
」
を
「
四
二
〇
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
二
二
〇
」
を
「
二
五
〇
」
に
改
め
、
同
項
第

五
号
中
「
一
、
一
五
〇
」
を
「
一
、
二
八
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
三
五
〇
」
を
「
三
八
〇
」
に
改

 

め
、
同
表
五
の
項
中
「
六
〇
」
を
「
六
五
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
八
の
表
中
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
九
の
表
二
の
項
中
「
三
、
八
〇
〇
」
を
「
四
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
十
の
表
一
の
項
中
「
四
〇
」
を
「
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
七
、
九
〇
〇
」
を
「
八
、
三
〇

 

〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
十
一
の
表
二
の
項
中
「
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
二
、
九
〇

 

〇
」
を
「
三
、
三
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　

別
表
十
四
の
表
中
「
一
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
三
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

　
　

別
表
十
六
の
表
中
「
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
十
八
の
表
一
の
項
中
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
四
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
一
、
三
二

 

〇
」
を
「
一
、
三
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
八
、
八
〇
〇
」
を
「
九
、
五
九
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
十
九
の
表
二
の
項
中
「
二
、
五
八
〇
」
を
「
二
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
一
一
六
、
一

八
〇
」
を
「
一
二
七
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
一
九
、
三
八
〇
」
を
「
二
一
、
一
八
〇
」
に
改

 

め
る
。

　
　

別
表
二
十
の
表
四
の
項
中
「
四
、
一
四
〇
」
を
「
四
、
五
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
一
五
、
〇
〇 

〇
」
を
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
四
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
五
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、

 

同
表
八
の
項
中
「
二
、
八
五
〇
」
を
「
三
、
一
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
二
十
一
の
表
一
の
項
中
「
七
五
〇
」
を
「
八
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中
「
三
九
〇
」
を
「
四
一

〇
」
に
改
め
る
。
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「

 
 

 

三
〇
〇
円
。
た
だ
し
、
農

  
 
 

「

 
 

 

　
　

別
表
二
十
二
の
表
中　

業
大
学
校
に
係
る
も
の
に
　

を　

　
　
　
　
　
　
　

三
五
〇
　

に
改
め
る
。

 
 

あ
っ
て
は
、
三
一
〇
円

」

」

 

　

（
ぎ
ふ
木
遊
館
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
二
十
七
条　

ぎ
ふ
木
遊
館
条
例
（
令
和
二
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
個
人
の
項
中
「
三
〇
〇
円
」
を
「
三
二
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
団
体
（
二
〇
人
以
上
に
限
る
。
）

 

の
項
中
「
二
〇
〇
円
」
を
「
二
一
〇
円
」
に
改
め
る
。 

　
　

別
表
第
二
中
「
百
円
」
を
「
百
十
円
」
に
改
め
る
。 

　

（
岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条　

岐
阜
県
土
木
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
一
の
表
八
の
項
、
二
の
表
六
十
の
項
、
五
の
表
八
の
項
、
九
の
表
六
の
項
並
び
に
十
二
の
表
八
の

 

項
及
び
九
の
項
中
「
三
五
〇
」
を
「
四
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
八
の
二
の
表
一
の
項
１
イ
中
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
〇
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
中
「
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
五
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
六
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
六
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
九
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
九
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
五
、
〇
〇

〇
円
」
に
、
「
一
四
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
五
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
五

九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
二
六
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
一
六
、
〇

〇
〇
円
」
を
「
三
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
七
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
〇
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三

五
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
八
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
三
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
七
五
、
〇
〇
〇
円
」

に
改
め
、
同
項
２
イ
中
「
七
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
中
「
一
一
〇
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
一
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
一
七
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
八
一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
七
〇
、
〇
〇
〇

円
」
に
、
「
三
三
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
九
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
三

一
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
九
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
六
三
四
、
○
○
〇
円
」
に
、
「
八
八
八
、
〇
〇
〇
円
」

を
「
九
五
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
〇
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
八
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
一
、
五
二
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
六
三
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
七
六
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
二
、
〇
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
〇
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
二
、
六
七
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
、
八
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
一
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
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「
四
、
三
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
三
、
二
七
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
五
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
四
、
九
一
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、
二
八
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
１
イ
中
「
二
〇
、
〇

〇
〇
」
を
「
二
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
中
「
三
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
五

六
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
九
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
九
八
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
四
六
、
〇

〇
〇
」
を
「
一
五
六
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
二
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
三
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
三
七
四
、
〇

〇
〇
」
を
「
四
〇
一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
四
七
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
〇
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
五
三
六
、
〇

〇
〇
」
を
「
五
七
五
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
中
「
七
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
三
、
〇
〇
〇
」
に
改

め
、
同
項
２
ロ
中
「
一
六
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
六
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
五
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
七

〇
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
四
九
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
三
一
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
八
八
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
九
五 

〇
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
、
五
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、
六
三
二
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
、
八
一
一
、
〇
〇

〇
」
を
「
三
、
〇
一
七
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
四
、
〇
一
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
、
三
一
〇
、
〇
〇
〇
」
に
、

「
四
、
九
一
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
、
二
八
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
１
イ
中
「
七
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
七
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
中

「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
一
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
九
、
五
〇
〇
円
」
に
、

「
三
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
四
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
七
三
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
、

「
七
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
七
九
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
〇
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
一
八
、
五
〇
〇
円
」 

に
、
「
一
二
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
三
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
八
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
〇
、
五

〇
〇
円
」
に
、
「
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
六
九
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
三
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二

五
三
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
七
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
九
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
六
八
、
〇
〇
〇

円
」
を
「
二
八
七
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
中
「
三
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
五
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
項
２
ロ
中
「
五
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
八
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
八

四
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
八
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
九
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
七
、
五
〇
〇
円
」
を 

「
一
三
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
七
七
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
四
九
、
五
〇

〇
円
」
を
「
二
六
五
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
九
七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
一
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
四
四

四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
七
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
五
〇
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
五
四
四
、
〇
〇
〇
円
」

に
、
「
七
六
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
八
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
九
三
八
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
〇
〇

六
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
四
〇
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
五
〇
八
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
三
三 

九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
、
四
三
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
〇
〇
六
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
、
一
五
五
、 

〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
六
三
九
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
、
七
六
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
四
五
七
、
五

〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
四
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
１
イ
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
、

五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
１
ロ
中
「
一
七
、
五
〇
〇
」
を
「
一
八
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
八
、
〇
〇
〇
」
を 

「
二
九
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
九
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
七
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
八
、
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〇
〇
〇
」
に
、
「
一
一
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
一
一
八
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
八
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
〇
〇
、

五
〇
〇
」
に
、
「
二
三
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
五
三
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
六
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
八
七
、

五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
２
イ
中
「
三
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
六
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
項
２
ロ
中
「
八

一
、
〇
〇
〇
」
を
「
八
四
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
二
七
、
五
〇
〇
」
を
「
一
三
五
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
四

九
、
五
〇
〇
」
を
「
二
六
五
、
五
〇
〇
」
に
、
「
四
四
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
七
五
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
七
六

一
、
〇
〇
〇
」
を
「
八
一
六
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
、
四
〇
五
、
五
〇
〇
」
を
「
一
、
五
〇
八
、
五
〇
〇
」

に
、
「
二
、
〇
〇
六
、
五
〇
〇
」
を
「
二
、
一
五
五
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
二
、
四
五
七
、
五
〇
〇
」
を
「
二
、

 

六
四
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
第
一
十
九
の
表
三
の
項
中
「
三
五
〇
」
を
「
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
一
、
〇
五
〇
」
を

「
一
、
四
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
五
の
項
中
「
七
五
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中

 

「
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
、
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条　

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

 

正
す
る
。

別
表
第
三
一
の
表
ぎ
ふ
ワ
ー
ル
ド
・
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
の
項
中
「
一
、
〇
五
〇
円
」
を
「
一
、
五
〇
〇
円
」

 

に
改
め
る
。

別
表
第
三
二
２
㈠
の
表
第
一
体
育
館
の
部
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
八
四
、
七
五

〇
」
を
「
九
三
、
二
三
〇
」
に
、
「
九
六
、
八
〇
〇
」
を
「
一
〇
六
、
四
八
〇
」
に
、
「
二
六
六
、
三
〇
〇
」

を
「
二
九
二
、
九
四
〇
」
に
、
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
六
、
三
〇
〇
」
に
、
「
六
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
七

二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
七
四
、
八
〇
〇
」
を
「
八
二
、
二
八
〇
」
に
、
「
二
〇
六
、
八
〇
〇
」
を
「
二
二
七
、

四
八
〇
」
に
、
「
二
五
、
三
五
〇
」
を
「
二
七
、
八
九
〇
」
に
、
「
五
三
、
九
五
〇
」
を
「
五
九
、
三
五
〇
」

に
、
「
六
一
、
六
〇
〇
」
を
「
六
七
、
七
六
〇
」
に
、
「
一
六
九
、
五
〇
〇
」
を
「
一
八
六
、
四
六
〇
」
に
、

「
二
〇
、
九
五
〇
」
を
「
二
三
、
〇
五
〇
」
に
改
め
、
同
款
一
部
利
用
の
項
中
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二

一
、
七
八
〇
」
に
、
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
四
、
二
〇
〇
」
に
、
「
六
一
、
六
〇
〇
」
を
「
六
七
、
七
六

〇
」
に
、
「
七
、
七
五
〇
」
を
「
八
、
五
三
〇
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
〇
」
を
「
一
四
、
五
二
〇
」
に
、
「
一

五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
六
、
九
四
〇
」
に
、
「
四
一
、
八
〇
〇
」
を
「
四
五
、
九
八
〇
」
に
、
「
四
、
四
〇

〇
」
を
「
四
、
八
四
〇
」
に
、
「
九
、
九
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
八
九
〇
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一

二
、
一
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
三
三
、
八
八
〇
」
に
、
「
三
、
八
八
〇
」
を
「
四
、
二
七
〇
」

に
、
「
六
、
六
〇
〇
」
を
「
七
、
二
六
〇
」
に
、
「
七
、
七
〇
〇
」
を
「
八
、
四
七
〇
」
に
、
「
二
〇
、
九
〇

〇
」
を
「
二
二
、
九
九
〇
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
四
二
〇
」
に
、
「
七
、
三
三
〇
」
を
「
八
、
〇

六
〇
」
に
、
「
二
〇
、
五
三
〇
」
を
「
二
二
、
五
八
〇
」
に
、
「
二
、
五
九
〇
」
を
「
二
、
八
五
〇
」
に
、

「
五
、
一
三
〇
」
を
「
五
、
六
四
〇
」
に
、
「
一
三
、
九
三
〇
」
を
「
一
五
、
三
二
〇
」
に
、
「
一
、
四
七

〇
」
を
「
一
、
六
二
〇
」
に
改
め
、
同
部
音
楽
、
芸
能
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
等
の
興
行
の
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及

び
休
日
の
項
中
「
三
四
六
、
五
五
〇
」
を
「
三
八
一
、
二
一
〇
」
に
、
「
三
九
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
四
三
五
、
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六
〇
〇
」
に
、
「
一
、
〇
八
九
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
一
九
八
、
〇
二
〇
」
に
、
「
一
三
五
、
三
五
〇
」
を

「
一
四
八
、
八
九
〇
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
日
の
項
中
「
二
九
二
、
六
〇
〇
」
を
「
三
二
一
、
八
六
〇
」

に
、
「
三
三
四
、
四
〇
〇
」
を
「
三
六
七
、
八
四
〇
」
に
、
「
九
一
九
、
六
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
一
一
、
五
六

〇
」
に
、
「
一
一
四
、
四
〇
〇
」
を
「
一
二
五
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
見
本
市
、
展
示
会
、
集
会
、
式
典

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
催
し
の
款
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
休
日
の
項
中
「
二
五
四
、
一
五
〇
」
を
「
二
七

九
、
五
七
〇
」
に
、
「
二
九
〇
、
四
〇
〇
」
を
「
三
一
九
、
四
四
〇
」
に
、
「
七
九
八
、
七
〇
〇
」
を
「
八
七

八
、
五
八
〇
」
に
、
「
九
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
八
、
九
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
日
の
項
中
「
二

〇
〇
、
二
〇
〇
」
を
「
二
二
〇
、
二
二
〇
」
に
、
「
二
二
八
、
八
〇
〇
」
を
「
二
五
一
、
六
八
〇
」
に
、
「
六

二
九
、
二
〇
〇
」
を
「
六
九
二
、
一
二
〇
」
に
、
「
七
八
、
一
五
〇
」
を
「
八
五
、
九
七
〇
」
に
改
め
、
同
表

第
二
体
育
館
の
部
全
部
利
用
の
款
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
項
中
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
一
、
七
八
〇
」 

に
、
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
四
、
二
〇
〇
」
に
、
「
二
八
、
六
〇
〇
」
を
「
三
一
、
四
六
〇
」
に
、
「
七

〇
、
四
〇
〇
」
を
「
七
七
、
四
四
〇
」
に
、
「
八
、
八
〇
〇
」
を
「
九
、
六
八
〇
」
に
、
「
九
、
九
五
〇
」
を 

「
一
〇
、
九
五
〇
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
二
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
三
五
〇
」
を
「
一
五
、

七
九
〇
」
に
、
「
三
五
、
三
〇
〇
」
を
「
三
八
、
八
四
〇
」
に
、
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
、
八
四
〇
」
に
改 

め
、
同
款
そ
の
他
の
項
中
「
九
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
一
一
四
、
四
〇
〇
」
を
「
一 

二
五
、
八
四
〇
」
に
、
「
一
四
七
、
四
〇
〇
」
を
「
一
六
二
、
一
四
〇
」
に
、
「
三
六
〇
、
八
〇
〇
」
を
「
三

九
六
、
八
八
〇
」
に
、
「
四
五
、
一
五
〇
」
を
「
四
九
、
六
七
〇
」
に
、
「
四
九
、
五
五
〇
」
を
「
五
四
、
五

一
〇
」
に
、
「
五
七
、
二
〇
〇
」
を
「
六
二
、
九
二
〇
」
に
、
「
七
三
、
七
五
〇
」
を
「
八
一
、
一
三
〇
」

に
、
「
一
八
〇
、
五
〇
〇
」
を
「
一
九
八
、
五
六
〇
」
に
、
「
二
二
、
五
二
〇
」
を
「
二
四
、
七
七
〇
」
に
改

め
、
同
部
一
部
利
用
の
款
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き
の
項
中
「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、
六
三

〇
」
に
、
「
三
、
六
四
〇
」
を
「
四
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
四
、
七
四
〇
」
を
「
五
、
二
一
〇
」
に
、
「
一
一
、

六
八
〇
」
を
「
一
二
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
款
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き
の
項
中
「
三
、
三
〇
〇
」
を

「
三
、
六
三
〇
」
に
、
「
三
、
六
四
〇
」
を
「
四
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
四
、
七
四
〇
」
を
「
五
、
二
一
〇
」

に
、
「
一
一
、
六
八
〇
」
を
「
一
二
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
款
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き
の
項
中

「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
四
二
〇
」
に
、
「
二
、
四
二
〇
」
を
「
二
、
六
六
〇
」
に
、
「
三
、
二
〇
〇
」
を 

「
三
、
五
二
〇
」
に
、
「
七
、
八
二
〇
」
を
「
八
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
コ
ー
ト
一
面
に 

つ
き
の
項
中
「
六
六
〇
」
を
「
七
三
〇
」
に
、
「
七
七
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
、
「
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
、 

一
〇
〇
」
に
、
「
二
、
四
三
〇
」
を
「
二
、
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
款
卓
球
コ
ー
ト
一
面
に
つ
き
の
項
中
「
五

六
〇
」
を
「
六
二
〇
」
に
、
「
六
六
〇
」
を
「
七
三
〇
」
に
、
「
七
七
〇
」
を
「
八
五
〇
」
に
、
「
一
、
九
九 

〇
」
を
「
二
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
競
技
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
（
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満

た
な
い
面
積
は
、
四
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
）
に
つ
き
の
項
中
「
一
、
六
六
〇
」
を
「
一
、
八
三
〇
」

に
、
「
一
、
八
七
〇
」
を
「
二
、
〇
六
〇
」
に
、
「
二
、
四
二
〇
」
を
「
二
、
六
六
〇
」
に
、
「
五
、
九
五

〇
」
を
「
六
、
五
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
武
道
館
の
部
剣
道
場
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
三
、
九
六
〇
」
を

「
四
、
三
六
〇
」
に
、
「
四
、
六
二
〇
」
を
「
五
、
〇
八
〇
」
に
、
「
五
、
九
四
〇
」
を
「
六
、
五
三
〇
」



 

に
、
「
一
四
、
五
二
〇
」
を
「
一
五
、
九
七
〇
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
」
を
「
一
、
九
四
〇
」
に
、
「
一
九
、 

八
〇
〇
」
を
「
二
一
、
七
八
〇
」
に
、
「
二
四
、
二
〇
〇
」
を
「
二
六
、
六
二
〇
」
に
、
「
二
九
、
七
五
〇
」

を
「
三
二
、
七
三
〇
」
に
、
「
七
三
、
七
五
〇
」
を
「
八
一
、
一
三
〇
」
に
、
「
九
、
〇
二
〇
」
を
「
九
、
九

二
〇
」
に
改
め
、
同
款
一
部
利
用
の
項
中
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
四
五
〇
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
」
を

「
一
、
六
九
〇
」
に
、
「
一
、
九
八
〇
」
を
「
二
、
一
八
〇
」
に
、
「
四
、
八
四
〇
」
を
「
五
、
三
二
〇
」
に

改
め
、
同
部
柔
道
場
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
三
六
〇
」
に
、
「
四
、
六
二
〇
」
を

「
五
、
〇
八
〇
」
に
、
「
五
、
九
四
〇
」
を
「
六
、
五
三
〇
」
に
、
「
一
四
、
五
二
〇
」
を
「
一
五
、
九
七

〇
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
」
を
「
一
、
九
四
〇
」
に
、
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
一
、
七
八
〇
」
に
、
「
二

四
、
二
〇
〇
」
を
「
二
六
、
六
二
〇
」
に
、
「
二
九
、
七
五
〇
」
を
「
三
二
、
七
三
〇
」
に
、
「
七
三
、
七
五

〇
」
を
「
八
一
、
一
三
〇
」
に
、
「
九
、
〇
二
〇
」
を
「
九
、
九
二
〇
」
に
改
め
、
同
款
一
部
利
用
の
項
中 

「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
四
五
〇
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
」
を
「
一
、
六
九
〇
」
に
、
「
一
、
九
八
〇
」
を

「
二
、
一
八
〇
」
に
、
「
四
、
八
四
〇
」
を
「
五
、
三
二
〇
」
に
改
め
、
同
表
相
撲
場
の
部
中
「
一
、
一
〇

〇
」
を
「
一
、
二
一
〇
」
に
、
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
四
五
〇
」
に
、
「
一
、
七
六
〇
」
を
「
一
、
九
四 

〇
」
に
、
「
四
、
一
八
〇
」
を
「
四
、
六
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
本
館
の
部
体
育
室
の
款
中
「
三
、
五
二
〇
」

を
「
三
、
八
七
〇
」
に
、
「
四
、
〇
七
〇
」
を
「
四
、
四
八
〇
」
に
、
「
五
、
一
七
〇
」
を
「
五
、
六
九
〇
」

に
、
「
一
二
、
七
六
〇
」
を
「
一
四
、
〇
四
〇
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
」
を
「
一
、
六
九
〇
」
に
改
め
、
同
表

陸
上
競
技
場
の
部
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
款
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
四
六
、
二
〇
〇
」
を

「
五
〇
、
八
二
〇
」
に
、
「
五
二
、
八
〇
〇
」
を
「
五
八
、
〇
八
〇
」
に
、
「
一
四
五
、
二
〇
〇
」
を
「
一
五 

九
、
七
二
〇
」
に
、
「
一
八
、
一
六
〇
」
を
「
一
九
、
九
八
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場

合
の
項
中
「
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
六
、
九
四
〇
」
に
、
「
一
七
、
六
〇
〇
」
を
「
一
九
、
三
六
〇
」
に
、

「
四
八
、
四
〇
〇
」
を
「
五
三
、
二
四
〇
」
に
、
「
六
、
〇
六
〇
」
を
「
六
、
六
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
そ
の

他
の
款
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
二
三
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
五
四
、
一
〇
〇
」
に
、
「
二
六

四
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
九
〇
、
四
〇
〇
」
に
、
「
七
二
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
九
八
、
六
〇
〇
」
に
、
「
九

〇
、
七
六
〇
」
を
「
九
九
、
八
四
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
七
七
、
〇
〇

〇
」
を
「
八
四
、
七
〇
〇
」
に
、
「
八
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
九
六
、
八
〇
〇
」
に
、
「
二
四
二
、
〇
〇
〇
」
を 

「
二
六
六
、
二
〇
〇
」
に
、
「
三
〇
、
二
六
〇
」
を
「
三
三
、
二
九
〇
」
に
改
め
、
同
表
野
球
場
の
部
ア
マ

チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
款
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
三
四
、
六
六
〇
」
を
「
三
八
、
一
三
〇
」
に
、

「
三
九
、
六
〇
〇
」
を
「
四
三
、
五
六
〇
」
に
、
「
一
〇
八
、
九
二
〇
」
を
「
一
一
九
、
八
二
〇
」
に
、
「
一

三
、
五
四
〇
」
を
「
一
四
、
八
九
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
一
一
、
五
六

〇
」
を
「
一
二
、
七
二
〇
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
〇
」
を
「
一
四
、
五
二
〇
」
に
、
「
三
六
、
三
二
〇
」
を 

「
三
九
、
九
六
〇
」
に
、
「
四
、
五
一
〇
」
を
「
四
、
九
六
〇
」
に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
款
入
場
料
等
を
徴

収
す
る
場
合
の
項
中
「
一
七
三
、
二
六
〇
」
を
「
一
九
〇
、
五
九
〇
」
に
、
「
一
九
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
一 

七
、
八
〇
〇
」
に
、
「
五
四
四
、
五
二
〇
」
を
「
五
九
八
、
九
八
〇
」
に
、
「
六
七
、
九
八
〇
」
を
「
七
四
、

七
八
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
五
七
、
七
六
〇
」
を
「
六
三
、
五
四
〇
」

－31－
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に
、
「
六
六
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
一
八
一
、
五
二
〇
」
を
「
一
九
九
、
六
八
〇
」
に
、

「
二
二
、
六
六
〇
」
を
「
二
四
、
九
三
〇
」
に
改
め
、
同
表
庭
球
場
の
部
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ト
の
款
ア
マ
チ
ュ
ア

ス
ポ
ー
ツ
の
項
中
「
一
七
、
一
六
〇
」
を
「
一
八
、
八
八
〇
」
に
、
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
一
、
七
八

〇
」
に
、
「
五
四
、
一
二
〇
」
を
「
五
九
、
五
四
〇
」
に
、
「
六
、
七
一
〇
」
を
「
七
、
三
八
〇
」
に
、 

「
五
、
七
二
〇
」
を
「
六
、
二
九
〇
」
に
、
「
六
、
六
〇
〇
」
を
「
七
、
二
六
〇
」
に
、
「
一
八
、
〇
四
〇
」 

を
「
一
九
、
八
四
〇
」
に
、
「
二
、
二
〇
〇
」
を
「
二
、
四
二
〇
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
項
中
「
八
五
、

八
〇
〇
」
を
「
九
四
、
三
八
〇
」
に
、
「
九
九
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
八
、
九
〇
〇
」
に
、
「
二
七
〇
、
六
〇

〇
」
を
「
二
九
七
、
六
六
〇
」
に
、
「
三
三
、
七
七
〇
」
を
「
三
七
、
一
五
〇
」
に
、
「
二
八
、
六
〇
〇
」
を 

「
三
一
、
四
六
〇
」
に
、
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
六
、
三
〇
〇
」
に
、
「
九
〇
、
二
〇
〇
」
を
「
九
九
、

二
二
〇
」
に
、
「
一
一
、
二
二
〇
」
を
「
一
二
、
三
四
〇
」
に
改
め
、
同
部
一
般
コ
ー
ト
の
款
屋
内
コ
ー
ト
一 

面
に
つ
き
の
項
中
「
三
、
四
六
〇
」
を
「
三
、
八
一
〇
」
に
、
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
三
六
〇
」
に
、

「
一
〇
、
八
八
〇
」
を
「
一
一
、
九
八
〇
」
に
、
「
一
、
六
六
〇
」
を
「
一
、
八
三
〇
」
に
改
め
、
同
款
屋
外

コ
ー
ト
一
面
に
つ
き
の
項
中
「
二
、
三
一
〇
」
を
「
二
、
五
四
〇
」
に
、
「
二
、
六
四
〇
」
を
「
二
、
九
〇 

〇
」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
二
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
水
泳
場
の
部
五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
の
款
全

部
利
用
の
項
中
「
三
六
、
三
五
〇
」
を
「
三
九
、
九
九
〇
」
に
、
「
四
六
、
二
〇
〇
」
を
「
五
〇
、
八
二
〇
」

に
、
「
一
一
八
、
九
〇
〇
」
を
「
一
三
〇
、
八
〇
〇
」
に
、
「
一
四
、
八
六
〇
」
を
「
一
六
、
三
五
〇
」
に
、 

「
一
二
、
一
五
〇
」
を
「
一
三
、
三
七
〇
」
に
、
「
一
五
、
四
〇
〇
」
を
「
一
六
、
九
四
〇
」
に
、
「
三
九
、

七
〇
〇
」
を
「
四
三
、
六
八
〇
」
に
、
「
四
、
九
六
〇
」
を
「
五
、
四
六
〇
」
に
、
「
一
八
一
、
五
五
〇
」
を

「
一
九
九
、
七
一
〇
」
に
、
「
二
三
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
五
四
、
一
〇
〇
」
に
、
「
五
九
四
、
一
〇
〇
」
を

「
六
五
三
、
五
二
〇
」
に
、
「
七
四
、
二
六
〇
」
を
「
八
一
、
六
九
〇
」
に
、
「
六
〇
、
五
五
〇
」
を
「
六 

六
、
六
一
〇
」
に
、
「
七
七
、
〇
〇
〇
」
を
「
八
四
、
七
〇
〇
」
に
、
「
一
九
八
、
一
〇
〇
」
を
「
二
一
七
、

九
二
〇
」
に
、
「
二
四
、
七
六
〇
」
を
「
二
七
、
二
四
〇
」
に
改
め
、
同
款
コ
ー
ス
利
用
の
項
中
「
一
、
三
二

〇
」
を
「
一
、
四
五
〇
」
に
、
「
一
、
六
六
〇
」
を
「
一
、
八
三
〇
」
に
、
「
四
、
三
〇
〇
」
を
「
四
、
七
三

〇
」
に
、
「
五
二
〇
」
を
「
五
七
〇
」
に
改
め
、
同
部
飛
び
込
み
プ
ー
ル
の
款
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
項
中 

「
二
六
、
四
〇
〇
」
を
「
二
九
、
〇
四
〇
」
に
、
「
二
九
、
七
五
〇
」
を
「
三
二
、
七
三
〇
」
に
、
「
八
二
、

五
五
〇
」
を
「
九
〇
、
八
一
〇
」
に
、
「
一
〇
、
二
四
〇
」
を
「
一
一
、
二
六
〇
」
に
、
「
八
、
八
〇
〇
」
を

「
九
、
六
八
〇
」
に
、
「
九
、
九
五
〇
」
を
「
一
〇
、
九
五
〇
」
に
、
「
二
七
、
五
五
〇
」
を
「
三
〇
、
三
一

〇
」
に
、
「
三
、
四
一
〇
」
を
「
三
、
七
五
〇
」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
項
中
「
一
三
二
、
〇
〇
〇
」
を

「
一
四
五
、
二
〇
〇
」
に
、
「
一
四
八
、
五
五
〇
」
を
「
一
六
三
、
四
一
〇
」
に
、
「
四
一
二
、
五
五
〇
」
を

「
四
五
三
、
八
一
〇
」
に
、
「
五
一
、
四
八
〇
」
を
「
五
六
、
六
三
〇
」
に
、
「
四
四
、
〇
〇
〇
」
を
「
四 

八
、
四
〇
〇
」
に
、
「
四
九
、
五
五
〇
」
を
「
五
四
、
五
一
〇
」
に
、
「
一
三
七
、
五
五
〇
」
を
「
一
五
一
、

三
一
〇
」
に
、
「
一
七
、
一
六
〇
」
を
「
一
八
、
八
八
〇
」
に
改
め
、
同
部
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
（
冷
水
期

間
）
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
を
「
三
六
、
三
〇
〇
」
に
、
「
三
九
、
六
〇
〇
」
を
「
四 

三
、
五
六
〇
」
に
、
「
一
〇
五
、
六
〇
〇
」
を
「
一
一
六
、
一
六
〇
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
〇
」
を
「
一
四
、
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五
二
〇
」
に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
二
、
一
〇
〇
」
に
、
「
三
五
、
二
〇
〇
」
を
「
三
八
、
七
二
〇
」 

に
、
「
四
、
四
〇
〇
」
を
「
四
、
八
四
〇
」
に
、
「
一
六
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
八
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一

九
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
一
七
、
八
〇
〇
」
に
、
「
五
二
八
、
〇
〇
〇
」
を
「
五
八
〇
、
八
〇
〇
」
に
、
「
六 

六
、
〇
〇
〇
」
を
「
七
二
、
六
〇
〇
」
に
、
「
五
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
〇
、
五
〇
〇
」
に
、
「
一
七
六
、
〇 

〇
〇
」
を
「
一
九
三
、
六
〇
〇
」
に
、
「
二
二
、
〇
〇
〇
」
を
「
二
四
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
款
コ
ー
ス
利 

用
の
項
中
「
一
、
五
四
〇
」
を
「
一
、
六
九
〇
」
に
、
「
一
、
八
七
〇
」
を
「
二
、
〇
六
〇
」
に
、
「
四
、
九 

五
〇
」
を
「
五
、
四
四
〇
」
に
、
「
六
二
〇
」
を
「
六
八
〇
」
に
改
め
、
同
部
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル
（
温
水

期
間
）
の
款
全
部
利
用
の
項
中
「
四
九
、
五
五
〇
」
を
「
五
四
、
五
一
〇
」
に
、
「
六
二
、
七
五
〇
」
を
「
六 

九
、
〇
三
〇
」
に
、
「
一
六
一
、
八
五
〇
」
を
「
一
七
八
、
〇
五
〇
」
に
、
「
二
〇
、
一
四
〇
」
を
「
二
二
、

一
五
〇
」
に
、
「
一
六
、
五
五
〇
」
を
「
一
八
、
二
一
〇
」
に
、
「
二
〇
、
九
五
〇
」
を
「
二
三
、
〇
五
〇
」 

に
、
「
五
四
、
〇
五
〇
」
を
「
五
九
、
四
七
〇
」
に
、
「
六
、
七
一
〇
」
を
「
七
、
三
八
〇
」
に
、
「
二
四

七
、
五
五
〇
」
を
「
二
七
二
、
三
一
〇
」
に
、
「
三
一
三
、
五
五
〇
」
を
「
三
四
四
、
九
一
〇
」
に
、
「
八
〇

八
、
六
五
〇
」
を
「
八
八
九
、
五
三
〇
」
に
、
「
一
〇
〇
、
九
八
〇
」
を
「
一
一
一
、
〇
八
〇
」
に
、
「
八

二
、
五
五
〇
」
を
「
九
〇
、
八
一
〇
」
に
、
「
一
〇
四
、
五
五
〇
」
を
「
一
一
五
、
〇
一
〇
」
に
、
「
二
六 

九
、
六
五
〇
」
を
「
二
九
六
、
六
三
〇
」
に
、
「
三
三
、
六
六
〇
」
を
「
三
七
、
〇
三
〇
」
に
改
め
、
同
款

コ
ー
ス
利
用
の
項
中
「
二
、
三
一
〇
」
を
「
二
、
五
四
〇
」
に
、
「
二
、
九
七
〇
」
を
「
三
、
二
七
〇
」
に
、 

「
七
、
五
九
〇
」
を
「
八
、
三
五
〇
」
に
、
「
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
二
一
〇
」
に
改
め
、
同
表
弓
道
場
の

部
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
款
中
「
一
〇
、
五
六
〇
」
を
「
一
一
、
六
二
〇
」
に
、
「
一
一
、
八
八
〇
」

を
「
一
三
、
〇
七
〇
」
に
、
「
一
一
、
二
二
〇
」
を
「
一
二
、
三
四
〇
」
に
、
「
三
三
、
六
六
〇
」
を
「
三

七
、
〇
三
〇
」
に
、
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
三
六
〇
」
に
改
め
、
同
部
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の

款
中
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
三
、
八
七
〇
」
に
、
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
三
六
〇
」
に
、
「
三
、
七
四 

〇
」
を
「
四
、
一
一
〇
」
に
、
「
一
一
、
二
二
〇
」
を
「
一
二
、
三
四
〇
」
に
、
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、

四
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
補
助
競
技
場
の
部
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
款
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中 

「
一
〇
、
五
六
〇
」
を
「
一
一
、
六
二
〇
」
に
、
「
一
一
、
八
八
〇
」
を
「
一
三
、
〇
七
〇
」
に
、
「
三
三
、

〇
〇
〇
」
を
「
三
六
、
三
一
〇
」
に
、
「
四
、
〇
七
〇
」
を
「
四
、
四
八
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴

収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
三
、
五
二
〇
」
を
「
三
、
八
七
〇
」
に
、
「
三
、
九
六
〇
」
を
「
四
、
三
六
〇
」 

に
、
「
一
一
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
二
、
一
〇
〇
」
に
、
「
一
、
三
二
〇
」
を
「
一
、
四
五
〇
」
に
改
め
、
同
部 

そ
の
他
の
款
入
場
料
等
を
徴
収
す
る
場
合
の
項
中
「
五
二
、
八
〇
〇
」
を
「
五
八
、
〇
八
〇
」
に
、
「
五
九
、

四
〇
〇
」
を
「
六
五
、
三
四
〇
」
に
、
「
一
六
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
八
一
、
五
〇
〇
」
に
、
「
二
〇
、
五
七

〇
」
を
「
二
二
、
六
三
〇
」
に
改
め
、
同
款
入
場
料
等
を
徴
収
し
な
い
場
合
の
項
中
「
一
七
、
六
〇
〇
」
を 

「
一
九
、
三
六
〇
」
に
、
「
一
九
、
八
〇
〇
」
を
「
二
一
、
七
八
〇
」
に
、
「
五
五
、
〇
〇
〇
」
を
「
六
〇
、

 

五
〇
〇
」
に
、
「
六
、
八
二
〇
」
を
「
七
、
五
〇
〇
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
二
２
㈡
の
表
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
項
中
「
一
六
〇
」
を
「
一
八
〇
」
に
、
「
三
四
〇
」
を
「
三
七

 

〇
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
三
二
２
㈢
の
表
第
一
駐
車
場
及
び
第
二
駐
車
場
の
項
中
「
一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
第
三
駐
車
場
の
項
中
「
二
一
、
六
七
〇
円
」
を
「
二
三
、
八
四
〇
円
」
に
、
「
三
二
、
五
六
〇
円
」
を

「
三
五
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
七
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
八
三
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
四
駐
車
場
の

項
中
「
一
〇
、
三
四
〇
円
」
を
「
一
一
、
三
七
〇
円
」
に
、
「
一
五
、
六
二
〇
円
」
を
「
一
七
、
一
八
〇
円
」

 

に
、
「
三
六
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
九
、
九
二
〇
円
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条　

岐
阜
県
教
育
委
員
会
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部

 

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
一
の
表
一
の
項
及
び
二
の
項
中
「
三
、
三
〇
〇
」
を
「
三
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中

「
一
、
七
〇
〇
」
を
「
二
、
二
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
三
五
〇
」
を
「
四
五
〇
」
に
改
め
、
同
表

五
の
項
中
「
一
、
七
〇
〇
」
を
「
二
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
六
の
項
中
「
八
七
〇
」
を
「
一
、
二
〇
〇
」

 

に
改
め
、
同
表
七
の
項
中
「
一
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
五
〇
〇
」
に
改
め
る
。

　
　

別
表
二
の
表
卒
業
証
明
書
、
修
了
証
明
書
、
成
績
証
明
書
そ
の
他
の
学
業
に
関
す
る
文
書
の
交
付
の
項
中

 

「
三
〇
〇
」
を
「
三
五
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

（
岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条　

岐
阜
県
警
察
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の

 

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
七
の
表
十
の
項
中
「
二
、
三
〇
〇
」
を
「
二
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
中
「
五
〇

 

〇
」
を
「
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　

別
表
第
一
八
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務

 
 

 
 

事　

務　

の　

内　

容

手
数
料
の
名
称

単　

位

額
（
円
）

 
 

 
 

 
 

 
 

一　

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等

自
動
車
保
管
場
所
証

一
件
に
つ
き

二
、
四
〇
〇

 
 

 
 
 

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年

明
書
交
付
申
請
手
数

 
 

 
 

  

法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
こ
の

料

 
 

 
 

 
 

表
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
） 

 
 

 
 
 

第
四
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る 

 
  

自
動
車
の
保
管
場
所
を
確
保
し
て 

 
 
 

い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付

 
 
 

の
申
請
に
対
す
る
審
査

  
 

 
 

二　

法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
に

自
動
車
保
管
場
所
証

一
件
に
つ
き

二
、
三
〇
〇
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規
定
す
る
自
動
車
の
保
管
場
所
を

明
通
知
申
請
手
数
料

 
 

 
 

確
保
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書 

 
 
 

面
に
相
当
す
る
通
知
の
申
請
に
対

 
  

す
る
審
査

 

　

別
表
第
一
十
一
の
表
一
の
項
及
び
三
の
項
中
「
一
〇
、
〇
〇
〇
」
を
「
一
〇
、
五
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
四

の
項
中
「
一
、
五
〇
〇
」
を
「
一
、
六
〇
〇
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
施
行
日
に
か
け
て
南
飛
驒
健
康
増
進

セ
ン
タ
ー
条
例
、
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
、
岐
阜
県
長
良
川
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
条
例
、
岐
阜
県

川
辺
漕
艇
場
条
例
及
び
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
科
学
セ
ン
タ
ー
条
例
に
規
定
す
る
宿
泊
施
設
に
宿
泊
を
す
る
者
の

そ
う

 

当
該
宿
泊
に
係
る
使
用
料
及
び
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明

 

 

　

物
価
高
騰
等
に
鑑
み
、
使
用
料
等
の
額
を
改
定
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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